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　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】３月２７日（月） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約20cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙に掲載するイラストを募集します 

週末はソフトバレーで汗を！ まかな APEXS.V.C

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 片山 朝陽 （桜町） 
くん 

か た  や ま  あ さ  ひ  

岩田 紬愛 （北及） 
ちゃん 

い わ  た  ゆ う  な  

岩田光弘・佳子さんの子 
平成28年3月10日生 

食べることが大好きで、 

いつもニコニコ笑顔の朝陽くん（*^^*） 

これからも元気いっぱい大きくなってね♪ 

二人のところに来てくれてありがとう。 

笑顔が素敵な女の子に育ってね。 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成28年5月生まれの赤ちゃん 
応募期限　3月31日（金）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報担当までお問合せください。 
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●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎  

　APEXS.V.Cは立ち上げてから１８年目になるチームです。 
　２０代で始めたメンバーも今では４０代、小さかった子どもた
ちが一緒にできるようになりました。 
笠松小学校の屋内運動場で２か月に１回自分たちで近隣の
チームに声をかけて試合を開催し、他の地域の大会にも参
加しています。 
　１０代から、もうすぐ５０代のメンバーまで共に汗して頑張っ
ています。 
　生涯スポーツとして幅広くできるソフトバレーは奥が深く、
やればやる程ハマっていきますよ。 
　未経験者の方も経験者の方もソフトバレーに興味のある方は気軽に参加しに来てください。 

【活動日】毎週土曜日 午後７時３０分～９時３０分　【場　所】笠松小学校 屋内運動場　【連絡先】堀田 美里　蕁０９０‐９９３４‐７８５０ 

おなまえ 

片山祐輔・里恵さんの子 
平成28年3月9日生 

若宮咲空さんの作品 
なわとびに挑戦するかさまるくん（右）とかさまるちゃん（左） 
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ごみの減量再資源化・ごみ出しのルール 

笠松春まつりを開催します 

特集 町職員の給与などを公表します 

情報BOX 

岐阜県からのお知らせ 

・・・ 2～3 
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・・・ 8～10 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 12～21 

・・・・・・・・・・・・・・ 23

まちの人口　平成２９年２月１日現在（前月比） 

人口 ２２,４８２人（増３１）／男 １０,８１８人（増２０）／女 １１,６６４人（増１１）／世帯数 ８,７７７世帯（増２２） 

今月の表紙　新春ファミリーマラソン・特別レース「ありゃま記念」（関連記事5ページ）＝1月29日笠松競馬場で 
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ごみの減量・再資源化にご協力ください 

ごみの減量・再資源化のために 
できること 

○家庭系ごみ 

生ごみは必ず「水切り」をしましょう！ 

○町内の回収所一覧（平成29年3月1日現在） 

　平成28年3月末の岐阜羽島衛生施設組合ごみ処理施設の稼働停止により、現在は岐南町と共同で
燃えるごみを小型収集車から大型コンテナ車へ積み替えた後、県外の民間施設へ運搬し、焼却処理を
行っています。 
　それに伴い、燃えるごみの焼却処理にかかる費用が増加しています。 
　ごみの減量・再資源化にご協力をお願いします。 

ごみ出しのルールを守りましょう！！ 

不法投棄監視カメラを 
貸出しています 

・正しく分別してください。 
・収集日を守ってください。 
・収集日当日の午前7時から8時の間に、各町内会の決められたごみ集積所に出してください。 
・家庭系燃えるごみは、透明または半透明のごみ袋に「家庭系燃えるごみ処理券」を貼付し、袋の口は

しっかり結んでください。（他市町の指定袋は使用しないでください。） 
◎分別の詳しい内容は、「笠松町家庭ごみハンドブック」をご覧ください。（「笠松町家庭ごみハンド

ブック」と「家庭系燃えるごみ処理券」は、役場環境経済課・松枝公民館・総合会館の各窓口で配布
しています。） 

○事業系ごみ 
・法律の規定により事業者の責任で適正に処理することになっています。 
・産業廃棄物以外のごみは、ご自身でごみ積替施設へ直接搬入するか、町の許可業者に依頼（有料）

することができます。 
　（家庭系ごみ集積所には出すことができません。） 

　生ごみの中で約80%は水分と言われています。生ごみの水分は腐敗や悪臭の主な原因です。
「水切り」をすることで、腐敗や悪臭の防止やごみの減量につながります。 

ごみ積替施設への直接搬入 
　ご自身でごみ積替施設に搬入される場合は、あらかじめ環境経済課で許可証を受ける手続きが必要
です。 

1　搬入先　高島衛生工業㈲　（岐南町平成6丁目110番地）　蕁248‐0089 

2　搬入曜日・時間 
水曜日・土曜日　午前9時～正午、午後1時～3時 

3　搬入条件 
・搬入できるごみ：長さ30センチ以内、厚さ（直径）3センチ以内の燃えるごみ 
・上限は1日につき1車に限り、200kgまで 
・透明または半透明の袋に入れてあること 
・搬入に使用できる車両：普通乗用車、小型乗用車、小型貨物車、軽自動車 

4　2と3の搬入条件をすべて満たす場合は無料 

　不法投棄の多発する道路やごみのステ
ーションなどを対象に、不法投棄の原因
者の把握や不法投棄未然防止のため、移
設式不法投棄監視カメラを貸出しします。 
・貸出対象者 
　町内会または地域団体 
・貸出期間 
　一か月単位を基本とします。 

違法な 
不用品回収業者に 
ご注意ください！ 

　家庭から出るごみは「一般廃棄物」です。
一般廃棄物を収集・運搬・処分するには、
廃棄物処理法に基づく市町村の「一般廃
棄物処理業の許可」が必要です。安易に
無料回収業者にごみを出すことは、環境
汚染や不法投棄につながります。町の決
められた収集日に出すなど適切に処分し
ましょう。 

新聞・雑誌・ダンボールなどの資源はリサイクルしましょう！ 

使用済小型家電とパソコンは役場で回収しています 

　新聞・雑誌・段ボールなどの資源は、笠松町の資源ごみの収集日に出すか、PTAや子ども会な
どが実施する資源集団回収をご利用ください。 
　また、町内のスーパーなどに設置してある回収所もご利用ください。 

名称（敬称略 50音順） 住　所 

エコモール笠松 

エコモール田代 

トミダヤ笠松店 

ドラッグユタカ笠松店 

ドラッグユタカ笠松長池店 

ピアゴ笠松店 

北及1900 

田代363 

長池1218‐1 

美笠通1‐8 

長池400‐1 

米野59‐1

回収品目 

新聞・雑誌・ダンボール・古着・アルミ缶 

新聞・雑誌・ダンボール・アルミ缶 

新聞・雑誌・食品トレイ・牛乳パック・ペットボトル 

新聞・雑誌・ダンボール 

新聞・雑誌・ダンボール 

新聞・雑誌・ダンボール・白色トレイ・牛乳パック・
ペットボトル・アルミ缶 

役場1階ロビーにある 
使用済小型家電専用回収ボックス 

役場開庁時間内（平日午前8時30分～午後5時15分） 

役場2階　環境経済課窓口 

回
収
品
目 

時

間

 

受
付
場
所 

○携帯電話、PHS端末、スマートフォン 
○携帯型ゲーム機 
○デジタルカメラ 
○ビデオカメラ 
○デジタルオーディオプレーヤー 
○CD・MDプレーヤー 
○ICレコーダー 
○電子辞書 
○これらの製品に付属のACアダプター 

○パソコン本体 
（デスクトップ型・ノート型） 

○ディスプレイ（液晶式） 
※ブラウン管ディスプレイの処分方法は、

一般社団法人パソコン3R推進協会へ
お尋ねください。 

蕁03‐5282‐7685

【問 合 先】環境経済課　蕁388‐1114

Glass Paper Can Plastic GlassPaperCanPlastic
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笠松町の知識や 

関心を深めよう 
笠松町の知識や 

関心を深めよう 笠松町の知識や 

関心を深めよう 

見守り活動で安心を 
見守り活動で安心を 
見守り活動で安心を 

限りある資源を大切に！ 
限りある資源を大切に！ 
限りある資源を大切に！ 

熱心に耳を傾ける参加者 

廃棄物減量等推進員が 
リサイクル工場などを視察 
　２月８日、廃棄物減量等推進員など３７人の皆さんが、関市
のプラスチック製容器包装リサイクル工場、大垣市のガラス
瓶リサイクル工場、岐南町の可燃ごみを積み替える施設を
視察しました。 
　この視察研修で、ごみを分別することにより、リサイクル資
源として有効に活用できることを実感し、分別の大切さを認
識していただきました。 
　参加された皆さんは、今回の研修で学ばれたことを地域
に伝え、今後のごみ減量やリサイクルに役立てていただくよう、
ご協力をお願いします。 

講演会の様子 

馬による地域活性化を考える講演会 

第39回新春ファミリーマラソン大会 

　２月１３日、中央公民館で社会医療法人蘇西厚生会 松波
総合病院主催の「馬による地域活性化を考える講演会」が
開催されました。 
　馬を介して人の心身に様々な変化をもたらすことを実践
的に研究されている東京農業大学の川嶋 舟 准教授の「特
別講演」があり、笠松競馬場という「地域資源」を最大限に
活用し、馬を見たり、馬に触れたりするなど、馬を身近に感じ
られるまちづくりの必要性を話されました。 

寝たきり会員を激励（友愛訪問） 
　2月1日、町老人クラブ連合会女性部役員が寝たきりの会
員の家庭を訪問しました。女性部役員が会員に「これから
もお元気でお過ごしください」と、お見舞い品を手渡し、また
介護をされているご家族の日ごろの労もねぎらいました。 

問題を解く受検者 

笠松力検定にチャレンジ 
　２月１２日、中央公民館で笠松力検定が行われました。こ
の検定は、町の魅力を再認識していただくために平成２１年
から始まり、今回で８回目となります。 
　初級検定は４者択一５０問、中級検定は４者択一２５問と
記述２５問、上級検定は記述２０問と論述１問が出題され、
５４人が受検しました。問題は、笠松町の自然、文化、歴史、
産業、観光、行政などの各分野から出題され、皆さん真剣な
表情で問題に取り組みました。 
　また、１月１２日には笠松町の子どもたちが郷土への理解
を深めるために、町内３小学校の６年生を対象とした３者択
一２５問のキッズ検定が行われ、受検した２０５人全員が合
格しました。 

競馬場を走る参加者 

　町体育協会主催の「第３９回新春ファミリーマラソン
大会」が１月２９日、笠松競馬場で開催されました。 
　普段入ることができない競馬場の走路をコースとして
行われ、県内外にも広く知られ、約６５０人の方々が、マラ
ソンやジョギングを楽しみました。 
　また、最後に特別レースとして、４人１組で行う騎馬
レース「ありゃま記念」を開催し、大いに盛り上がりました。 

スポーツ&�&��レクーエーシスポーツ&�&��レクーエーシスポーツ&�&��レクーエーシ

種　目 1　位 

4 年 生 以 下 男 子 の 部  

〃 女 子 の 部  

5 年 生 男 子 の 部  

〃 女 子 の 部  

6 年 生 男 子 の 部  

〃 女 子 の 部  

中 学 生 男 子 の 部  

〃 女 子 の 部  

一 般 男 子 の 部  

　 〃 　 女 子 の 部  

あ り ゃ ま 記 念  
小 学 生 の 部  

あ り ゃ ま 記 念  
中 学 生 の 部  

あ り ゃ ま 記 念  
一 般 の 部  

三宅 涼太 

後藤 菜摘 

池本 雄星 

大洞 真央 

加藤 舜也 

若村 芽映 

森 裕哉 

矢島 愛実 

浜野 雄大 

松本 香里 

精華SC男子 

藍川中 

岐阜工業高校 
硬式野球部A

市 町 名 

一宮市 

岐阜市 

岐阜市 

岐阜市 

笠松町 

笠松町 

岐阜市 

岐阜市 

笠松町 

一宮市 

岐阜市 

岐阜市 

笠松町 

2　位 

松本 正悟 

宮澤 絢衣 

脇田 朋成 

山本 椋子 

加藤 暖大 

足立 陽香 

矢島 楓記 

長尾 快音 

闍田 朋生 

浜野 綾音 

精華SC女子A 

笠中野球部A 

岐阜工業高校 
レスリング部 

市 町 名 

一宮市 

一宮市 

笠松町 

岐阜市 

岐阜市 

笠松町 

岐阜市 

岐阜市 

大垣市 

笠松町 

岐阜市 

笠松町 

笠松町 

3　位 

深田 空良 

藤原 夢叶 

三輪 義之 

森 絢音 

今村 友哉 

谷重あさひ 

遠松 泰希 

闍田 明伽 

尾関 玲音 

淺川 彩絵 

精華SC女子B 

笠中野球部B 

岐阜工業高校 
硬式野球部B

市 町 名 

笠松町 

岐阜市 

笠松町 

岐阜市 

岐阜市 

岐阜市 

岐阜市 

大垣市 

笠松町 

各務原市 

岐阜市 

笠松町 

笠松町 

（敬称略） 
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笠松町の知識や 

関心を深めよう 
笠松町の知識や 

関心を深めよう 笠松町の知識や 

関心を深めよう 

見守り活動で安心を 
見守り活動で安心を 
見守り活動で安心を 

限りある資源を大切に！ 
限りある資源を大切に！ 
限りある資源を大切に！ 

熱心に耳を傾ける参加者 
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視察しました。 
　この視察研修で、ごみを分別することにより、リサイクル資
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介護をされているご家族の日ごろの労もねぎらいました。 

問題を解く受検者 

笠松力検定にチャレンジ 
　２月１２日、中央公民館で笠松力検定が行われました。こ
の検定は、町の魅力を再認識していただくために平成２１年
から始まり、今回で８回目となります。 
　初級検定は４者択一５０問、中級検定は４者択一２５問と
記述２５問、上級検定は記述２０問と論述１問が出題され、
５４人が受検しました。問題は、笠松町の自然、文化、歴史、
産業、観光、行政などの各分野から出題され、皆さん真剣な
表情で問題に取り組みました。 
　また、１月１２日には笠松町の子どもたちが郷土への理解
を深めるために、町内３小学校の６年生を対象とした３者択
一２５問のキッズ検定が行われ、受検した２０５人全員が合
格しました。 

競馬場を走る参加者 

　町体育協会主催の「第３９回新春ファミリーマラソン
大会」が１月２９日、笠松競馬場で開催されました。 
　普段入ることができない競馬場の走路をコースとして
行われ、県内外にも広く知られ、約６５０人の方々が、マラ
ソンやジョギングを楽しみました。 
　また、最後に特別レースとして、４人１組で行う騎馬
レース「ありゃま記念」を開催し、大いに盛り上がりました。 
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森 絢音 
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遠松 泰希 

闍田 明伽 

尾関 玲音 

淺川 彩絵 
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笠中野球部B 
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各務原市 
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道徳のまち笠松の 
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No.17 心の込もった中学生アナウンス 

無線室でアナウンスをする生徒 

　「おはようございます。○月○日○曜日朝の定
時放送を行います。笠松中学校生徒のアナウン
スで放送します。」 
　皆さんは、毎朝６時５０分に各家庭に設置され
た防災行政無線から流れる声を聞いたことがあ
りますか。 
　笠松町の防災行政無線放送は、朝・昼・夜の
３回、行政のお知らせなどを定時放送しています。 
　放送のアナウンスは、町職員が担当しています
が、朝の定時放送だけは笠松中学校の生徒がア
ナウンサーを務め、今年度は９４人の応募があっ
たとのことです。 
　中学生アナウンサーは学校の授業が終わると、
役場の無線室に出向き、決められた放送日の原
稿を録音します。アナウンスする内容は、選挙の
お知らせや検診の案内など、中学生になじみの
薄い内容も多く、何度も録音し直すこともあるそう
ですが、いつも前向きな姿勢を見せてくれます。
何よりも嬉しいことは、中学校生活の３年間、毎年
アナウンサーに応募している生徒が多くいること
です。 

　定時放送の録音を担当する役場企画課の職
員に話を聞くと「自分の声が町内に流れる緊張
感や伝えることの大切さを感じて、一生懸命に原
稿を読む姿が見られます。」と話されました。 
　何度か録音するうちに声の出し方や話し方が
上達しているのが、無線放送からも伝わってきます。 
　生徒の保護者からは、「自分の子どもの放送日
に録音した」という話もお聞きしました。 
　何気なく“聞いて”いた防災行政無線放送で
したが、生徒の成長を感じる「声」に耳を傾けて“聴
いて”みると、「温かい心」も一緒に伝わってくる
気がします。 

※
か
さ
ま
つ
の
民
話
「
昔
む
か
し
」
は
昭
和
５４
年
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
中
央
公
民
館
・
松
枝
公
民
館
・

総
合
会
館
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 
3月25日（土）～4月9日（日） 3月25日（土）～4月9日（日） 

かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月25日から開催されます。 
まつり期間中は、桜並木のライトアップをはじめとするさまざまな催しが行われますので、 
ぜひ、お出かけください。 

かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月25日から開催されます。 
まつり期間中は、桜並木のライトアップをはじめとするさまざまな催しが行われますので、 
ぜひ、お出かけください。 

フリーマーケット出店者募集 フリーマーケット出店者募集 フリーマーケット出店者募集 
4月8日の笠松陣屋市のフリーマーケットに出店される方を募集しています。 

【応募資格】町内に在住・在勤の18歳以上で営利目的でない方 
【出 店 料】無料（1人1ブース間口3m×奥行2m） 
【出 店 数】屋外30区画（先着順）※雨天中止 
【申込期限】3月10日（金） 
【申込・問合先】町商工会　蕁388‐2566　FAX387‐6840 
※販売できない物品もありますので、詳しくは町商工会までお問い合わせください。 

桜まつり 
3月25日（土）～4月9日（日） 

奈良津堤 
桜並木のライトアップ 
（午後6時～10時） 

※桜の開花状況により変更するこ
とがあります。 

※危険防止のため、ロープ張りなど
での場所取りは禁止します。 

本まつりオープニング 
4月9日（日） 

午前10時～11時40分 
本町通り 

笠松清流太鼓の演奏、 
園児の演技、 

笠松町女性の会の踊り 

町内みこし 
4月8日（土）宵まつり 

4月9日（日） 
町内みこしが 

町内を練り歩きます。 

大名行列お奴 
4月9日（日） 

午後0時30分～3時15分 
県重要無形民俗文化財
に指定されている大名
行列お奴は、毛槍を投
げ渡しながら練り歩く
伝統芸能で、八幡神社
と産霊神社へ奉芸 

笠松陣屋市 
4月8日（土） 

午前11時～午後4時 
本町通り 

本町通りを歩行者天国にして 
フリーマーケット、 
即売会などを行い 

陣屋市を再現 

宵まつり 
4月8日（土） 

午後5時～8時30分 
産霊神社境内（西宮町） 

町内みこし奉納、 
舞台イベント、 
抽選会を開催 
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No.17 心の込もった中学生アナウンス 

無線室でアナウンスをする生徒 

　「おはようございます。○月○日○曜日朝の定
時放送を行います。笠松中学校生徒のアナウン
スで放送します。」 
　皆さんは、毎朝６時５０分に各家庭に設置され
た防災行政無線から流れる声を聞いたことがあ
りますか。 
　笠松町の防災行政無線放送は、朝・昼・夜の
３回、行政のお知らせなどを定時放送しています。 
　放送のアナウンスは、町職員が担当しています
が、朝の定時放送だけは笠松中学校の生徒がア
ナウンサーを務め、今年度は９４人の応募があっ
たとのことです。 
　中学生アナウンサーは学校の授業が終わると、
役場の無線室に出向き、決められた放送日の原
稿を録音します。アナウンスする内容は、選挙の
お知らせや検診の案内など、中学生になじみの
薄い内容も多く、何度も録音し直すこともあるそう
ですが、いつも前向きな姿勢を見せてくれます。
何よりも嬉しいことは、中学校生活の３年間、毎年
アナウンサーに応募している生徒が多くいること
です。 

　定時放送の録音を担当する役場企画課の職
員に話を聞くと「自分の声が町内に流れる緊張
感や伝えることの大切さを感じて、一生懸命に原
稿を読む姿が見られます。」と話されました。 
　何度か録音するうちに声の出し方や話し方が
上達しているのが、無線放送からも伝わってきます。 
　生徒の保護者からは、「自分の子どもの放送日
に録音した」という話もお聞きしました。 
　何気なく“聞いて”いた防災行政無線放送で
したが、生徒の成長を感じる「声」に耳を傾けて“聴
いて”みると、「温かい心」も一緒に伝わってくる
気がします。 

※
か
さ
ま
つ
の
民
話
「
昔
む
か
し
」
は
昭
和
５４
年
に
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
中
央
公
民
館
・
松
枝
公
民
館
・

総
合
会
館
で
ご
覧
い
た
だ
け
ま
す
。 

笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 笠松春まつりを開催します 
3月25日（土）～4月9日（日） 3月25日（土）～4月9日（日） 

かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月25日から開催されます。 
まつり期間中は、桜並木のライトアップをはじめとするさまざまな催しが行われますので、 
ぜひ、お出かけください。 

かさまつまちづくりイベント実行委員会主催の「笠松春まつり」が3月25日から開催されます。 
まつり期間中は、桜並木のライトアップをはじめとするさまざまな催しが行われますので、 
ぜひ、お出かけください。 

フリーマーケット出店者募集 フリーマーケット出店者募集 フリーマーケット出店者募集 
4月8日の笠松陣屋市のフリーマーケットに出店される方を募集しています。 

【応募資格】町内に在住・在勤の18歳以上で営利目的でない方 
【出 店 料】無料（1人1ブース間口3m×奥行2m） 
【出 店 数】屋外30区画（先着順）※雨天中止 
【申込期限】3月10日（金） 
【申込・問合先】町商工会　蕁388‐2566　FAX387‐6840 
※販売できない物品もありますので、詳しくは町商工会までお問い合わせください。 

桜まつり 
3月25日（土）～4月9日（日） 

奈良津堤 
桜並木のライトアップ 
（午後6時～10時） 

※桜の開花状況により変更するこ
とがあります。 

※危険防止のため、ロープ張りなど
での場所取りは禁止します。 

本まつりオープニング 
4月9日（日） 

午前10時～11時40分 
本町通り 

笠松清流太鼓の演奏、 
園児の演技、 

笠松町女性の会の踊り 

町内みこし 
4月8日（土）宵まつり 

4月9日（日） 
町内みこしが 

町内を練り歩きます。 

大名行列お奴 
4月9日（日） 

午後0時30分～3時15分 
県重要無形民俗文化財
に指定されている大名
行列お奴は、毛槍を投
げ渡しながら練り歩く
伝統芸能で、八幡神社
と産霊神社へ奉芸 

笠松陣屋市 
4月8日（土） 

午前11時～午後4時 
本町通り 

本町通りを歩行者天国にして 
フリーマーケット、 
即売会などを行い 

陣屋市を再現 

宵まつり 
4月8日（土） 

午後5時～8時30分 
産霊神社境内（西宮町） 

町内みこし奉納、 
舞台イベント、 
抽選会を開催 
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笠松町の給与・定員管理など 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 

（1）職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額の状況 
（平成28年4月1日現在） 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

１ 総括 

2 職員の平均給与月額、初任給などの状況 

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。 
2　職員数は、平成27年4月1日現在の人数です。 
3　特別職（町長など）は、含みません。 

　職員の給与などの実態を町民の皆さんにご理解い

ただくため、その状況を公表します。 

一般行政職 

（注） 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、
時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

区　分 

住民基本台帳人口（平成28年1月1日） 

歳出額　A 

実質収支 

人件費　B 

人件費率　B/A 

（参考）平成26年度の人件費率 

27年度 

22,550人 

7,104,596千円 

587,687千円 

872,713千円 

12.3％ 

12.2％ 

区　分 

職員数　A 

給　料 

職員手当 

期末・勤勉手当 

計　B 

一人当たり給与費　B/A

 

 

 

給与費 

27年度 

113人 

364,057千円 

55,786千円 

141,732千円 

561,575千円 

4,970千円 

39.3歳 289,500円 328,217円 

（2）職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在） 

（2）退職手当 

（3）地域手当　制度なし 

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
（平成28年4月1日現在） 

（1）期末手当・勤勉手当 （6）その他の手当 

（5）時間外勤務手当 

（4）特殊勤務手当 

4 職員の手当の状況（平成28年4月1日現在） 

（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在） 

（2）昇給への勤務成績の反映状況 

3 一般行政職の級別職員数などの状況 

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

（注） 平成24年度に6級制から7級制に変更しています。 

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した職員に支
給された平均額です。 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 
　地方公務員法第23条の2第1項の規定に基づき、全職員の人事評価
を実施しています。 
　能力評価　年1回（評価期間：10月1日～9月30日） 
　業績評価　年2回（評価期間：4月1日～9月30日、10月1日～3月31日） 
　人事評価の結果を、勤勉手当の成績率に反映させています。 

　地方公務員法第23条の2第1項の規定に基づき、全職員の人事評価
を実施しています。 
　能力評価　年1回（評価期間：10月1日～9月30日） 
　業績評価　年2回（評価期間：4月1日～9月30日、10月1日～3月31日） 
　人事評価の結果を昇給に反映させています。 

（注） 1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

町職員の給与などを公表します 町職員の給与などを公表します 

町職員の給与などを公表します 

特 集 
特 集 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

自己都合 死亡・定年 

 

１人当たり平均支給額 

自己都合 

－　千円 

死亡・定年 

21,217千円 

1,309千円 

管理職加算 39,600円～58,100円 
役 職 加 算 5％～15％ 

（平成27年度支給割合） 

（加算措置の状況） 職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

期末手当 勤勉手当 

1人当たり平均支給額（平成27年度） 

平成28年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 

手当名 

扶養手当 

住居手当 

通勤手当 

管理職
手当 

休日勤務 
手当 

宿日直
手当 

管理職員 
特別勤務 

手当 

内容及び支給単価 

配偶者 月額13,000円 
配偶者以外の扶養親族 
 月額6,500円 
職員に配偶者のない場合、 
扶養親族のうち1人 月額11,000円 
16歳から22歳の子 
 １人につき5,000円加算 

借家・借間に係る手当 
　月額12,000円を超える家賃を負担している 
　職員の家賃額に対応して支給 
 月額27,000円以内 

交通機関など利用者 
　運賃相当額に応じ 月額55,000円まで 
自動車など使用者 
　2km以上（片道）使用者の距離に対応して支給 
 月額2,000円～31,600円 

主幹級以上の管理職員に役職に応じて支給 
 39,600円～58,100円 

祝日や年末年始の休日の勤務に対して支給 
　勤務1時間につき 
　 当該職員の時間単価×1.35 

宿日直勤務に対して支給 
 1回4,200円 

主幹級以上の管理職員の 
時間外勤務に対して支給 
　週休日・祝日・年末年始 
 1回12,000円（6時間以上18,000円） 
　平日午前0時から午前5時まで 
 1回6,000円 

国の制度 
との異同 

同じ 

同じ 

同じ 

異なる 

同じ 

同じ 

同じ 

国の制度と 
異なる内容 

支給される 
金額 

支給実績 
（平成27年度決算） 

10,105千円 

5,562千円 

4,844千円 

15,329千円 

53千円 

4,599千円 

0千円 

支給職員1人当たり 
平均支給年額 

（平成27年度決算） 

210,521円 

292,737円 

48,929円 

567,748円 

10,531円 

58,215円 

0円 

支給実績（平成27年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 

手当の種類（5種類） 

533千円 

266，050円 

1．57％ 

支給実績（平成27年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 

支給実績（平成26年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 

21,322千円 

242千円 

22,128千円 

254千円 

区　　　分 

一般行政職 

技能労務職 

医療職（保健師） 

大 学 卒  

高 校 卒  

高 校 卒  

中 学 卒  

大 学 卒  

短 大 3 卒  

176,700円 

144,600円 

142,000円 

134,000円 

206,300円 

194,200円 

笠　松　町 国 

176,700円 

144,600円 

─ 

─ 

─ 

─ 

区　　　分 

一　般 
行政職 

大学卒 

高校卒 

245,930円 

219,800円 

351,100円 

─ 

390,500円 

352,300円 

427,400円 

382,300円 

経験年数
10年 

経験年数
20年 

経験年数
25年 

経験年数
30年 

2.60月分 
（1.45）月分 

1.60月分 
（0.75）月分 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1号給の 
給料月額 

最高号給の 
給料月額 

７ 級 

６ 級 

５ 級 

４ 級 

３ 級 

２ 級 

１ 級 

会計管理者・部長・参与 

課長・参事・所長 

主幹 

副主幹・主任技術主査 

主査・技術主査 

主任・主任技師 

主事・技師 

6人 

12人 

6人 

10人 

25人 

33人 

14人 

5.7％ 

11.3％ 

5.7％ 

9.4％ 

23.6％ 

31.1％ 

13.2％ 

361,300円 

317,000円 

286,200円 

259,900円 

226,400円 

190,200円 

140,100円 

443,700円 

409,000円 

391,800円 

379,800円 

348,800円 

303,000円 

246,100円 

級別構成比 
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%

7級 5.7％ 

6級 11.3％ 

5級 5.7％ 

4級 9.4％ 

3級 23.6％ 

2級 31.1％ 

1級 13.2％ 

7級 5.8％ 

6級 10.6％ 

5級 5.8％ 

4級 9.6％ 

3級 25％ 

2級 29.8％ 

1級 13.4％ 

6級 6.6％ 

5級 16％ 

4級 21.7％ 

3級 29.3％ 

2級 11.3％ 

1級 15.1％ 

感染症防疫
作業手当 

死体取扱 
手当 

犬・猫等死体 
取扱手当 

火葬手当 

感染症防疫作業に 
従事する職員 

行路病死人などの死体 
取扱作業に従事する職員 

犬・猫など死体取扱作業 
に従事する職員 

死体の火葬作業に 
従事する職員 

獣畜死体などの火葬
作業に従事する職員 

感染症患者
の救護など 

死体取扱 
作業 

火葬作業 

0千円 

0千円 

43千円 

407千円 

83千円 

日額1,000円 

1回1,000円 

1回 300円 

1回1,700円 

1回 200円 

手当の名称 主な支給対象職員 主な 
支給対象業務 

支給実績 
（平成27年度決算） 

左記職員に対する 
支給単価 

20.445月分 

29.145月分 

41.325月分 

49.59月分 

25.55625月分 

34.5825月分 

49.59月分 

49.59月分 

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 



笠松町の給与・定員管理など 

（1）人件費の状況（普通会計決算） 

（1）職員の平均年齢・平均給料月額・平均給与月額の状況 
（平成28年4月1日現在） 

（2）職員給与費の状況（普通会計決算） 

１ 総括 

2 職員の平均給与月額、初任給などの状況 

（注） 1　職員手当には退職手当を含みません。 
2　職員数は、平成27年4月1日現在の人数です。 
3　特別職（町長など）は、含みません。 

　職員の給与などの実態を町民の皆さんにご理解い

ただくため、その状況を公表します。 

一般行政職 

（注） 「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、住居手当、
時間外勤務手当などのすべての諸手当の額を合計したものです。 

平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 

区　分 

住民基本台帳人口（平成28年1月1日） 

歳出額　A 

実質収支 

人件費　B 

人件費率　B/A 

（参考）平成26年度の人件費率 

27年度 

22,550人 

7,104,596千円 

587,687千円 

872,713千円 

12.3％ 

12.2％ 

区　分 

職員数　A 

給　料 

職員手当 

期末・勤勉手当 

計　B 

一人当たり給与費　B/A

 

 

 

給与費 

27年度 

113人 

364,057千円 

55,786千円 

141,732千円 

561,575千円 

4,970千円 

39.3歳 289,500円 328,217円 

（2）職員の初任給の状況（平成28年4月1日現在） 

（2）退職手当 

（3）地域手当　制度なし 

（3）職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況 
（平成28年4月1日現在） 

（1）期末手当・勤勉手当 （6）その他の手当 

（5）時間外勤務手当 

（4）特殊勤務手当 

4 職員の手当の状況（平成28年4月1日現在） 

（1）一般行政職の級別職員数の状況（平成28年4月1日現在） 

（2）昇給への勤務成績の反映状況 

3 一般行政職の級別職員数などの状況 

（注） （　）内は、再任用職員に係る支給割合です。 

（注） 平成24年度に6級制から7級制に変更しています。 

（注） 退職手当の1人当たり平均支給額は、平成27年度に退職した職員に支
給された平均額です。 

【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 
　地方公務員法第23条の2第1項の規定に基づき、全職員の人事評価
を実施しています。 
　能力評価　年1回（評価期間：10月1日～9月30日） 
　業績評価　年2回（評価期間：4月1日～9月30日、10月1日～3月31日） 
　人事評価の結果を、勤勉手当の成績率に反映させています。 

　地方公務員法第23条の2第1項の規定に基づき、全職員の人事評価
を実施しています。 
　能力評価　年1回（評価期間：10月1日～9月30日） 
　業績評価　年2回（評価期間：4月1日～9月30日、10月1日～3月31日） 
　人事評価の結果を昇給に反映させています。 

（注） 1　笠松町の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数です。 
2　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務です。 

町職員の給与などを公表します 町職員の給与などを公表します 

町職員の給与などを公表します 

特 集 
特 集 

（支給率） 

勤続20年 

勤続25年 

勤続35年 

最高限度額 

自己都合 死亡・定年 

 

１人当たり平均支給額 

自己都合 

－　千円 

死亡・定年 

21,217千円 

1,309千円 

管理職加算 39,600円～58,100円 
役 職 加 算 5％～15％ 

（平成27年度支給割合） 

（加算措置の状況） 職制上の段階、職務の級などによる加算措置 

期末手当 勤勉手当 

1人当たり平均支給額（平成27年度） 

平成28年の構成比 1年前の構成比 5年前の構成比 

手当名 

扶養手当 

住居手当 

通勤手当 

管理職
手当 

休日勤務 
手当 

宿日直
手当 

管理職員 
特別勤務 

手当 

内容及び支給単価 

配偶者 月額13,000円 
配偶者以外の扶養親族 
 月額6,500円 
職員に配偶者のない場合、 
扶養親族のうち1人 月額11,000円 
16歳から22歳の子 
 １人につき5,000円加算 

借家・借間に係る手当 
　月額12,000円を超える家賃を負担している 
　職員の家賃額に対応して支給 
 月額27,000円以内 

交通機関など利用者 
　運賃相当額に応じ 月額55,000円まで 
自動車など使用者 
　2km以上（片道）使用者の距離に対応して支給 
 月額2,000円～31,600円 

主幹級以上の管理職員に役職に応じて支給 
 39,600円～58,100円 

祝日や年末年始の休日の勤務に対して支給 
　勤務1時間につき 
　 当該職員の時間単価×1.35 

宿日直勤務に対して支給 
 1回4,200円 

主幹級以上の管理職員の 
時間外勤務に対して支給 
　週休日・祝日・年末年始 
 1回12,000円（6時間以上18,000円） 
　平日午前0時から午前5時まで 
 1回6,000円 

国の制度 
との異同 

同じ 

同じ 

同じ 

異なる 

同じ 

同じ 

同じ 

国の制度と 
異なる内容 

支給される 
金額 

支給実績 
（平成27年度決算） 

10,105千円 

5,562千円 

4,844千円 

15,329千円 

53千円 

4,599千円 

0千円 

支給職員1人当たり 
平均支給年額 

（平成27年度決算） 

210,521円 

292,737円 

48,929円 

567,748円 

10,531円 

58,215円 

0円 

支給実績（平成27年度決算） 

支給職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成27年度） 

手当の種類（5種類） 

533千円 

266，050円 

1．57％ 

支給実績（平成27年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（平成27年度決算） 

支給実績（平成26年度決算） 

職員1人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 

21,322千円 

242千円 

22,128千円 

254千円 

区　　　分 

一般行政職 

技能労務職 

医療職（保健師） 

大 学 卒  

高 校 卒  

高 校 卒  

中 学 卒  

大 学 卒  

短 大 3 卒  

176,700円 

144,600円 

142,000円 

134,000円 

206,300円 

194,200円 

笠　松　町 国 

176,700円 

144,600円 

─ 

─ 

─ 

─ 

区　　　分 

一　般 
行政職 

大学卒 

高校卒 

245,930円 

219,800円 

351,100円 

─ 

390,500円 

352,300円 

427,400円 

382,300円 

経験年数
10年 

経験年数
20年 

経験年数
25年 

経験年数
30年 

2.60月分 
（1.45）月分 

1.60月分 
（0.75）月分 

区分 標準的な職務内容 職員数 構成比 
1号給の 
給料月額 

最高号給の 
給料月額 

７ 級 

６ 級 

５ 級 

４ 級 

３ 級 

２ 級 

１ 級 

会計管理者・部長・参与 

課長・参事・所長 

主幹 

副主幹・主任技術主査 

主査・技術主査 

主任・主任技師 

主事・技師 

6人 

12人 

6人 

10人 

25人 

33人 

14人 

5.7％ 

11.3％ 

5.7％ 

9.4％ 

23.6％ 

31.1％ 

13.2％ 

361,300円 

317,000円 

286,200円 

259,900円 

226,400円 

190,200円 

140,100円 

443,700円 

409,000円 

391,800円 

379,800円 

348,800円 

303,000円 

246,100円 

級別構成比 
100% 

90% 

80% 

70% 

60% 

50% 

40% 

30% 

20% 

10% 

0%

7級 5.7％ 

6級 11.3％ 

5級 5.7％ 

4級 9.4％ 

3級 23.6％ 

2級 31.1％ 

1級 13.2％ 

7級 5.8％ 

6級 10.6％ 

5級 5.8％ 

4級 9.6％ 

3級 25％ 

2級 29.8％ 

1級 13.4％ 

6級 6.6％ 

5級 16％ 

4級 21.7％ 

3級 29.3％ 

2級 11.3％ 

1級 15.1％ 

感染症防疫
作業手当 

死体取扱 
手当 

犬・猫等死体 
取扱手当 

火葬手当 

感染症防疫作業に 
従事する職員 

行路病死人などの死体 
取扱作業に従事する職員 

犬・猫など死体取扱作業 
に従事する職員 

死体の火葬作業に 
従事する職員 

獣畜死体などの火葬
作業に従事する職員 

感染症患者
の救護など 

死体取扱 
作業 

火葬作業 

0千円 

0千円 

43千円 

407千円 

83千円 

日額1,000円 

1回1,000円 

1回 300円 

1回1,700円 

1回 200円 

手当の名称 主な支給対象職員 主な 
支給対象業務 

支給実績 
（平成27年度決算） 

左記職員に対する 
支給単価 

20.445月分 

29.145月分 

41.325月分 

49.59月分 

25.55625月分 

34.5825月分 

49.59月分 

49.59月分 

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 



部　門 

公
営
企
業
等
会
計
部
門 

一
般
行
政
部
門 

普
通
会
計
部
門 

議　　会 

総務企画 

税　　務 

民　　生 

衛　　生 

農林水産 

商　　工 

土　　木 

計 

教　　育 

小　計 

水　　道 

下 水 道  

そ の 他  

小　計 

合　　計 

3 

39 

11 

19 

11 

3 

1 

11 

98 

15 

113 

2 

5 

6 

13 

126 

［147］ 

3 

37 

12 

18 

12 

3 

1 

10 

96 

17 

113 

2 

5 

6 

13 

126 

［147］ 

0 

2 

△1 

1 

△1 

0 

0 

1 

2 

△2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

［0］ 

 

戸籍等窓口事務の充実による増、派遣職員の増 

課の統廃合による減 

嘱託員の退職に伴う補充 

育児休業復帰職員の異動による減 

 

 

空き家対策事業等事務事業の増による増 

 

歴史未来館の建て替え事務終了による減 
臨時雇用職員配置による減 

職 員 数  
主 な 増 減 理 由  

対前年 
増減数 平成28年 平成27年 

区　分 

5 特別職の報酬などの状況（平成28年4月1日現在） 

区　　分 

町　長 

副町長 

議　長 

副議長 

議　員 

町　長 

副町長 

議　長 

副議長 

議　員 

 

町　長 

副町長 

729,000円 

625,500円 

300,000円 

260,000円 

240,000円 

（平成28年度支給割合） 

4.20月分 

（平成28年度支給割合） 

4.20月分 

退職時給料月額×100分の500×4年 

（算定方式） 

退職時給料月額×100分の300×4年 

退職時 

（支給時期） 

退職時 

14,580,000円 

（1期の手当額） 

7,506,000円 

給
　
料 

報
　
酬 

期
末
手
当

 

退
職
手
当

 

給 料 月 額 な ど  

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基
づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 

（3）職員数の推移 

6 職員数の状況 

（注） ［　］内は、条例定数の合計です。 

（注） 各年における定員管理調査で報告した部門別職員数です。 

一般行政 

 

教　　育 

 

公営企業 

等会計 

計 

99 

 

17 

 

14 

 

130

100 

 

18 

 

14 

 

132

96 

 

19 

 

14 

 

129

97 

 

17 

 

14 

 

128

96 

 

17 

 

13 

 

126

98 

 

15 

 

13 

 

126

▲1 

（▲1.0） 

▲2 

（▲11.8） 

▲1 

（▲7.1） 

▲4 

（▲3.1） 

平成 
23年 

平成 
24年 

平成 
25年 

平成 
26年 

平成 
27年 

平成 
28年 

過去5年間の 
増減数（率％） 

区　分 

部　門 

（各年4月1日現在） 

（各年4月1日現在） 

区
　
分 

職
員
数 

計 
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│
35
 

36
│
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│
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│
47
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│
51
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│
55
 

56
│
59
 

60
歳
以
上 

構成比 
5年前の構成比 

％ 
（2）年齢別職員構成の状況（平成28年4月1日現在） 

1 8 12 25 14 5 19 13 13 4 11 1 126

構
成
比 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

0.8 6.3 9.5 19.9 11.1 4.0 15.1 10.3 10.3 3.2 8.7 0.8 100

【問 合 先】総務課　蕁３８８-１１１１ 

町職員の給与などを公表します 特 集 

　普通会計財務書類4表とは、町の普通会計の資産や負債、行政コスト、資金収支の状況を明らかに
するものです。  
　平成27年度決算に基づき、笠松町財務書類4表を作成しましたので公表します。 

普通会計財務書類4表を公表します 

資産の部 
1. 公共資産 
 固定資産（有形・売却可能） 
2. 投資など 
 　基金など 
 　出資金・その他 
3.流動資産 
 　預金 
　　現金 
 　未収金・その他 
資産合計 

 
24,617,588 

 
1,010,362 

849,392 
160,970 

1,319,758 
661,680 
617,587 
40,491 

26,947,708

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
社会保障給付、補助金など 
支払利息など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 
 
 

（経常費用 － 経常収益） 

負債の部 
1. 固定負債 
 　（将来の負担） 
2.流動負債 
 　（来年度の負担） 
 負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
 
負債・純資産合計 

 
7,048,067 

 
502,734 

 
7,550,801 

 
19,396,907 

 
 

26,947,708

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. 移転支出的なコスト 
4. その他のコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料･分担金・負担金・寄附金･保険料・事業収益など 

純経常行政コスト 

 
869,087 

1,734,367 
3,689,636 
△150,905 
6,142,185 

 
414,219 

5,727,966

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
臨時損益､資産評価替による変動など 

期首純資産残高 
純経常行政コスト 
一般財源 
補助金など受入 
その他 

期末純資産残高 

19,279,605 
△5,727,966 

4,663,949 
1,295,309 
△113,990 

19,396,907

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共資産整備費など 
（収入）国県補助金など（支出）地方債償還費など 
経費負担割合変更に伴う差額 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1.経常的収支 
2.公共資産整備収支 
3.投資・財務的収支 
4.その他 

 
期末資金残高 

451,840 
1,551,711 
△548,182 
△837,782 

 
165,747 
617,587

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左記の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　経常的収支の部、
公共資産整備収支の
部、投資・財務的収支
の部に分けて表わして
います。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成28年3月31日現在 

自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日 

自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日 

自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日 

※財務書類4表（普通会計）の詳細は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行 政コスト 計 算 書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 
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計
部
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議　　会 

総務企画 

税　　務 

民　　生 

衛　　生 

農林水産 

商　　工 

土　　木 

計 

教　　育 

小　計 

水　　道 

下 水 道  

そ の 他  

小　計 

合　　計 
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13 
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［147］ 
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1 
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96 

17 
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［147］ 

0 

2 

△1 

1 

△1 

0 

0 

1 

2 

△2 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

［0］ 

 

戸籍等窓口事務の充実による増、派遣職員の増 

課の統廃合による減 

嘱託員の退職に伴う補充 

育児休業復帰職員の異動による減 

 

 

空き家対策事業等事務事業の増による増 

 

歴史未来館の建て替え事務終了による減 
臨時雇用職員配置による減 

職 員 数  
主 な 増 減 理 由  

対前年 
増減数 平成28年 平成27年 

区　分 

5 特別職の報酬などの状況（平成28年4月1日現在） 

区　　分 

町　長 

副町長 

議　長 

副議長 

議　員 

町　長 

副町長 

議　長 

副議長 

議　員 

 

町　長 

副町長 

729,000円 

625,500円 

300,000円 

260,000円 

240,000円 

（平成28年度支給割合） 

4.20月分 

（平成28年度支給割合） 

4.20月分 

退職時給料月額×100分の500×4年 

（算定方式） 

退職時給料月額×100分の300×4年 

退職時 

（支給時期） 

退職時 

14,580,000円 

（1期の手当額） 

7,506,000円 

給
　
料 

報
　
酬 

期
末
手
当

 

退
職
手
当

 

給 料 月 額 な ど  

（注） 退職手当の「1期の手当額」は、4月1日現在の給料月額及び支給率に基
づき、1期（4年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額です。 

（1）部門別職員数の状況と主な増減理由 

（3）職員数の推移 

6 職員数の状況 

（注） ［　］内は、条例定数の合計です。 

（注） 各年における定員管理調査で報告した部門別職員数です。 
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構成比 
5年前の構成比 

％ 
（2）年齢別職員構成の状況（平成28年4月1日現在） 

1 8 12 25 14 5 19 13 13 4 11 1 126

構
成
比 

％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ ％ 

0.8 6.3 9.5 19.9 11.1 4.0 15.1 10.3 10.3 3.2 8.7 0.8 100

【問 合 先】総務課　蕁３８８-１１１１ 

町職員の給与などを公表します 特 集 

　普通会計財務書類4表とは、町の普通会計の資産や負債、行政コスト、資金収支の状況を明らかに
するものです。  
　平成27年度決算に基づき、笠松町財務書類4表を作成しましたので公表します。 

普通会計財務書類4表を公表します 

資産の部 
1. 公共資産 
 固定資産（有形・売却可能） 
2. 投資など 
 　基金など 
 　出資金・その他 
3.流動資産 
 　預金 
　　現金 
 　未収金・その他 
資産合計 

 
24,617,588 

 
1,010,362 

849,392 
160,970 

1,319,758 
661,680 
617,587 
40,491 

26,947,708

 
人件費など 
物件費、減価償却費、維持補修費など 
社会保障給付、補助金など 
支払利息など 
　　　　　　　　　　　　　　合計 
 
 

（経常費用 － 経常収益） 

負債の部 
1. 固定負債 
 　（将来の負担） 
2.流動負債 
 　（来年度の負担） 
 負債合計 

純資産の部 
純資産合計 
 （これまでの世代の負担） 
 
負債・純資産合計 

 
7,048,067 

 
502,734 

 
7,550,801 

 
19,396,907 

 
 

26,947,708

経常費用 
1. 人にかかるコスト 
2. 物にかかるコスト 
3. 移転支出的なコスト 
4. その他のコスト 
 

経常収益 
使用料・手数料･分担金・負担金・寄附金･保険料・事業収益など 

純経常行政コスト 

 
869,087 

1,734,367 
3,689,636 
△150,905 
6,142,185 

 
414,219 

5,727,966

 
 
町税、地方交付税など 
国県補助金など 
臨時損益､資産評価替による変動など 

期首純資産残高 
純経常行政コスト 
一般財源 
補助金など受入 
その他 

期末純資産残高 

19,279,605 
△5,727,966 

4,663,949 
1,295,309 
△113,990 

19,396,907

 
（収入）町税など（支出）人件費・社会保障給付など 
（収入）国県補助金など（支出）公共資産整備費など 
（収入）国県補助金など（支出）地方債償還費など 
経費負担割合変更に伴う差額 
　　　　　　　　　　　　　　当期収支 

期首資金残高 
1.経常的収支 
2.公共資産整備収支 
3.投資・財務的収支 
4.その他 

 
期末資金残高 

451,840 
1,551,711 
△548,182 
△837,782 

 
165,747 
617,587

　決算期末の財政状
態を明らかにするため
のものです。 
　左記の資産の部は、
これまでに取得した財
産の総額を記載し、右
側には資産を形成す
る際に要した財源の
調達状況を表わしてい
ます。 

　行政サービスに費
やされた費用（コスト）と、
その行政サービスに対
する直接の対価（使
用料など）を表わした
ものです。 
　経常行政コスト合
計から経常収益合計
を差引いたものが純経
常行政コストとなります。 

　資産と負債の差額
である純資産の1年間
の変動内容を表わし
たものです。 

　1年間の資金の動
きを明らかにする計算
書です。 
　経常的収支の部、
公共資産整備収支の
部、投資・財務的収支
の部に分けて表わして
います。 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

（単位：千円） 

平成28年3月31日現在 

自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日 

自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日 

自 平成27年4月 1日 
至 平成28年3月31日 

※財務書類4表（普通会計）の詳細は、町ホームページと役場1階の行政情報コーナーで公表しています。 

行 政コスト 計 算 書  

貸借対照表（バランスシート） 

純資産変動計算書 

資 金 収 支 計 算 書  

経常的な費用と収入 

純資産の増減 

現金の動き 

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 
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お知らせ 催し お願い 募集 お知らせ 催し お願い 募集 

役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 
学校給食センター 

中 央 公 民 館  
（ 町 体 育 協 会 事 務 局 ） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 
387‐5321 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

総 務 課  

税 務 課  

企 画 課  

環 境 経 済 課  

住 民 課  

健 康 介 護 課  

福 祉 子 ど も 課  

建 設 課  

水 道 課  

教 育 文 化 課  

会 計 課  

議 会 事 務 局  

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

388‐1111 

388‐1112 

388‐1113 

388‐1114 

388‐1115 

388‐7171 

388‐1116 

388‐1117 

388‐1118 

388‐3231 

388‐1119 

388‐1110

各 課 直 通 電 話 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

 
 

【対 象 者】 
 
 
 
 

【支給金額】 
 
 
 
 

【申請受付日時】 
 
 
 

【申請方法】 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　消費税８%への引上げによる影響を緩和する
ため、給付金（経済対策分）を支給します。 

平成２８年度分の住民税（均等割）
が課税されていない方。ただし、住
民税（均等割）が課税されている方
の扶養親族や生活保護の受給者は
除きます。 
対象者１人につき１５,０００円 
対象となる可能性のある方へ３月２１日
に申請書を発送します。（平成２８年
１月１日時点で住民登録がある市町
村へ申請してください。） 

３月２２日（水）～６月２３日（金） 
午前８時３０分～午後５時１５分 
※土日、祝日は窓口受付を行ってい

ません。 
郵送または役場３階特設窓口へ申請 
申請書、認印（スタンプ式のものは不
可）、本人確認書類、指定した口座
が確認できる書類 
※書類の添付を省略できる場合が

あります。詳しくは申請書に同封さ
れているチラシをご覧ください。 

福祉子ども課 
（申請受付期間内は特設窓口　 

蕁３８８‐２０５０） 

 
 
 
 

【受付場所】 
 

【受付時間】 
【取扱事務】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　年度末や年度始めは、就職・転勤・入学など
で住所変更される方が多いことから、３月２６日と
４月２日の両日曜日に住民異動届などの手続きが
できるよう、休日窓口を開設します。 

役場１階　住民課・福祉子ども課・ 
健康介護課・税務課 

午前8時30分～午後5時15分 
 

○住民票の転入届・転出届・転居届 
○印鑑登録の受付 
○住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書

の交付 
○戸籍の届出（笠松町のみで受理決定の判断

ができる場合に限る） 
○マイナンバー（個人番号）カードの交付 
○国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格

取得・喪失の受付 
○福祉医療費受給者証申請の受付 
○児童手当認定請求書の受付 
○各種税務証明の交付 
○水道の給水開始・休止など申請書の受付 
○小・中学生の転入学許可書の発行 
※旅券の申請・受取、各種証明書の広域交付、

特別永住者に関する諸手続きは取り扱いしま
せん。 

※取扱事務の中で、日曜日に休業している関係
機関への問い合わせが必要な事務は、当日手
続きができない場合があります。その際は、平
日の開庁時間に再度来庁していただくようお
願いすることがありますので、ご了承ください。 

住民課 

臨時福祉給付金の受付を開始 3月26日・4月2日の日曜日に
休日窓口を開設 

 
 

【問 合 先】 

　平成２９年３月１２日から改正道路交通法が施行され、特に７５歳以上の高齢運転者の免許更新手続
きが大きく変わります。 

県警察本部交通部運転免許課　蕁２９５‐１０１０ 

道路交通法の一部が改正されます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　石綿（アスベスト）による疾病は、石綿を吸って
から非常に長い年月を経て発症することが大き
な特徴です。 
　厚生労働省では毎年、石綿関連疾患認定事
業場名などを公表しています。中皮腫や肺がん
などを発症、またはこれらの疾病により亡くなられ
た場合、その原因が労働者として石綿ばく露作
業に従事したためと認められた場合には、労災
保険法や石綿救済法により、各種の保険給付が
受けられます。 

岐阜労働局労働基準部労災補償課 
蕁２４５‐８１０５ 

中皮腫や肺がんなどの石綿（アスベスト）
による疾病の補償・救済制度 

 
 
 

【助成対象】 
【対象となる検定】 
 
 
 
 

【助 成 額】 
【申請方法】 
 
 
 

【申請期限】 
【申請・問合先】 

　町に在住する中学校生徒の英語能力向上を
図るため、実用英語技能検定試験（４級から１級
まで）の検定料を助成しています。 

町内在住の中学校生徒の保護者 
 

平成２８年度に実施の実用英語技能検定４級、３級、
準２級、２級、準１級、１級。 

（実施済の検定は、遡って申請ができます。） 
なお、申請に検定結果は問いません。 

検定料の半額 
交付申請書（役場企画課で配布、ま

たは町ホームページからダウンロードできます）に
受験票と検定結果通知書の写しを添えて企画
課に提出してください。 

３月３１日（金） 
企画課 

申請期限が迫る、 
平成28年度英語検定料助成金 

改正点1 

改正点2 

改正点3

「認知機能検査」を県内の各運転者講習センターで行います。 
　これまで各自動車教習所で75歳以上の方に義務付けられている高齢者講習と同日に行っていた「認
知機能検査」を、講習受講の前に県下6か所にある運転者講習センターで行います。改正法施行後は

「認知機能検査」と「高齢者講習」はそれぞれ別の日に行うこととなります。 

「認知機能が低くなっている」と判定された方は、医師の診断書の提出などが義務化されます。 
　「認知機能検査」により記憶力・判断力が低くなっていると判定された方は、医師の診断書の提出ま
たは臨時適性検査の受検が義務付けられます。 

一定の違反行為をした場合、臨時の「認知機能検査」を実施します。 
　認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為（信号無視など18項目）を行った場合、「臨
時認知機能検査」の受検が義務付けられます。この検査で「認知機能が低くなっている」と判定され
た方は、臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出が義務付けられます。なお、この検査の結果
が免許更新時など、前回の検査結果よりも悪化している方は「臨時高齢者講習」の受講も義務付けら
れます。 

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 
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役 場  
 
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
児 童 館  
子育て支援センター 
学校給食センター 

中 央 公 民 館  
（ 町 体 育 協 会 事 務 局 ） 

教育文化課　学校教育担当 
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
ふ ら っ と 笠 松  

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

蕁 
 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

388‐1111 
387‐5816 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐0561 
387‐5321 

388‐3231 
 
388‐3926 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐2355

お 問 い 合 わ せ は 

総 務 課  

税 務 課  

企 画 課  

環 境 経 済 課  

住 民 課  

健 康 介 護 課  

福 祉 子 ど も 課  

建 設 課  

水 道 課  

教 育 文 化 課  

会 計 課  

議 会 事 務 局  

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

388‐1111 

388‐1112 

388‐1113 

388‐1114 

388‐1115 

388‐7171 

388‐1116 

388‐1117 

388‐1118 

388‐3231 

388‐1119 

388‐1110

各 課 直 通 電 話 

物流・商品在庫管理・海外輸出梱包 

羽島梱包株式会社 
岐阜県羽島郡笠松町北及１６２７ 
TEL 388‐1147　FAX 388‐2719

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

 
 

【対 象 者】 
 
 
 
 

【支給金額】 
 
 
 
 

【申請受付日時】 
 
 
 

【申請方法】 
【持 ち 物】 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　消費税８%への引上げによる影響を緩和する
ため、給付金（経済対策分）を支給します。 

平成２８年度分の住民税（均等割）
が課税されていない方。ただし、住
民税（均等割）が課税されている方
の扶養親族や生活保護の受給者は
除きます。 
対象者１人につき１５,０００円 
対象となる可能性のある方へ３月２１日
に申請書を発送します。（平成２８年
１月１日時点で住民登録がある市町
村へ申請してください。） 

３月２２日（水）～６月２３日（金） 
午前８時３０分～午後５時１５分 
※土日、祝日は窓口受付を行ってい

ません。 
郵送または役場３階特設窓口へ申請 
申請書、認印（スタンプ式のものは不
可）、本人確認書類、指定した口座
が確認できる書類 
※書類の添付を省略できる場合が

あります。詳しくは申請書に同封さ
れているチラシをご覧ください。 

福祉子ども課 
（申請受付期間内は特設窓口　 

蕁３８８‐２０５０） 

 
 
 
 

【受付場所】 
 

【受付時間】 
【取扱事務】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　年度末や年度始めは、就職・転勤・入学など
で住所変更される方が多いことから、３月２６日と
４月２日の両日曜日に住民異動届などの手続きが
できるよう、休日窓口を開設します。 

役場１階　住民課・福祉子ども課・ 
健康介護課・税務課 

午前8時30分～午後5時15分 
 

○住民票の転入届・転出届・転居届 
○印鑑登録の受付 
○住民票の写し、戸籍謄本・抄本、印鑑証明書

の交付 
○戸籍の届出（笠松町のみで受理決定の判断

ができる場合に限る） 
○マイナンバー（個人番号）カードの交付 
○国民健康保険・後期高齢者医療保険の資格

取得・喪失の受付 
○福祉医療費受給者証申請の受付 
○児童手当認定請求書の受付 
○各種税務証明の交付 
○水道の給水開始・休止など申請書の受付 
○小・中学生の転入学許可書の発行 
※旅券の申請・受取、各種証明書の広域交付、

特別永住者に関する諸手続きは取り扱いしま
せん。 

※取扱事務の中で、日曜日に休業している関係
機関への問い合わせが必要な事務は、当日手
続きができない場合があります。その際は、平
日の開庁時間に再度来庁していただくようお
願いすることがありますので、ご了承ください。 

住民課 

臨時福祉給付金の受付を開始 3月26日・4月2日の日曜日に
休日窓口を開設 

 
 

【問 合 先】 

　平成２９年３月１２日から改正道路交通法が施行され、特に７５歳以上の高齢運転者の免許更新手続
きが大きく変わります。 

県警察本部交通部運転免許課　蕁２９５‐１０１０ 

道路交通法の一部が改正されます 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　石綿（アスベスト）による疾病は、石綿を吸って
から非常に長い年月を経て発症することが大き
な特徴です。 
　厚生労働省では毎年、石綿関連疾患認定事
業場名などを公表しています。中皮腫や肺がん
などを発症、またはこれらの疾病により亡くなられ
た場合、その原因が労働者として石綿ばく露作
業に従事したためと認められた場合には、労災
保険法や石綿救済法により、各種の保険給付が
受けられます。 

岐阜労働局労働基準部労災補償課 
蕁２４５‐８１０５ 

中皮腫や肺がんなどの石綿（アスベスト）
による疾病の補償・救済制度 

 
 
 

【助成対象】 
【対象となる検定】 
 
 
 
 

【助 成 額】 
【申請方法】 
 
 
 

【申請期限】 
【申請・問合先】 

　町に在住する中学校生徒の英語能力向上を
図るため、実用英語技能検定試験（４級から１級
まで）の検定料を助成しています。 

町内在住の中学校生徒の保護者 
 

平成２８年度に実施の実用英語技能検定４級、３級、
準２級、２級、準１級、１級。 

（実施済の検定は、遡って申請ができます。） 
なお、申請に検定結果は問いません。 

検定料の半額 
交付申請書（役場企画課で配布、ま

たは町ホームページからダウンロードできます）に
受験票と検定結果通知書の写しを添えて企画
課に提出してください。 

３月３１日（金） 
企画課 

申請期限が迫る、 
平成28年度英語検定料助成金 

改正点1 

改正点2 

改正点3

「認知機能検査」を県内の各運転者講習センターで行います。 
　これまで各自動車教習所で75歳以上の方に義務付けられている高齢者講習と同日に行っていた「認
知機能検査」を、講習受講の前に県下6か所にある運転者講習センターで行います。改正法施行後は

「認知機能検査」と「高齢者講習」はそれぞれ別の日に行うこととなります。 

「認知機能が低くなっている」と判定された方は、医師の診断書の提出などが義務化されます。 
　「認知機能検査」により記憶力・判断力が低くなっていると判定された方は、医師の診断書の提出ま
たは臨時適性検査の受検が義務付けられます。 

一定の違反行為をした場合、臨時の「認知機能検査」を実施します。 
　認知機能が低下した場合に行われやすい一定の違反行為（信号無視など18項目）を行った場合、「臨
時認知機能検査」の受検が義務付けられます。この検査で「認知機能が低くなっている」と判定され
た方は、臨時適性検査の受検または医師の診断書の提出が義務付けられます。なお、この検査の結果
が免許更新時など、前回の検査結果よりも悪化している方は「臨時高齢者講習」の受講も義務付けら
れます。 

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 
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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

不妊症診断検査 

対 象 者  

所 得 制 限  

対象となる 
検査・治療 

助 成 の 額  

助成の回数 

医 療 機 関  

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいず
れかまたは両方が笠松町に住所を有する方 

なし 

不妊症の 
診断検査 
検査に要した
費用のうち、
初診・再診料
を 除 い た 金
額（ただし上
限3万円） 

1回 

指定なし 

特定不妊治療 

前々年の夫婦の所得合計が 
730万円未満 

体外受精または顕微授精 

治療ステージA、B、D、Eは上限
10万円、治療ステージC、Fは上
限5万円 

初めて助成を受ける際の治療開
始時の妻の年齢が 
①40歳未満の場合 

43歳になるまでに通算6回まで 
②40歳以上43歳未満の場合 

43歳になるまでに通算3回まで 
③43歳以上 

なし（助成対象外） 
※平成27年度までに上記の助

成回数に達している方や、通算
で5年度助成を受けられた方
は対象外。 
岐阜県の指定する医療機関 

一般不妊治療 

対 象 者  

所 得 制 限  
対象となる 
検査・治療 

助 成 の 額  

助成の期間 

医 療 機 関  

治療開始時点で夫婦であり、夫婦のいずれか
または両方が笠松町に住所を有する方 

（事実婚を含む、ただし住所が同じである方） 
前々年の夫婦の所得合計が730万円未満 

人工授精 

平成28年3月から平成29年2月までの本人
負担額の2分の1の金額（ただし上限5万円、
千円未満切捨て） 

一般不妊治療を開始した月から2年間 
産科、婦人科や産婦人科、泌尿器科や皮膚泌
尿器科のある医療機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【税の使いみち（例）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【税のしくみ】 
○課税方式 
○納める方 
 
○税　　率 
 
 
○課税期間 

【問 合 先】 

　県では、岐阜県の恵まれた森林・川などの自然
環境の保全・再生に向けた取組みを早急かつ確
実に進めるため、県民の皆さんにご協力をお願い
し、平成２４年４月から「清流の国ぎふ森林・環境税」
を導入して、自然環境の保全・再生の取組みを
行ってきました。 
　自然環境保全・再生には継続的な取組みが必
要であり、またこの５年間のうちに新たな課題も明
らかになってきたことから、平成２９年度以降も制
度を継続し、取組みを推進することとしました。 
　県内に住所のある方や、事務所・事業所を持
っている法人の皆さんのご理解ご協力をお願い
します。 

 
○奥地にある水源林の整備や集落近くの里山林、

生活保全林の整備、危険な樹木の除去 
○有害鳥獣対策として、ニホンジカなどの捕獲、

外来生物の駆除、流域河川清掃 
○木質バイオマス利用施設の導入、小水力発電

の整備への支援 
○公共施設の木造・木質化、木製学習教材の導

入、子どもたちへの環境教育の実施 
○地域のニーズに沿った自然環境保全活動へ

の支援 
 

県民税均等割に加算 
県民税均等割を納めている方 

（個人・法人） 
［個人］年額１千円 

（低所得者の方は非課税） 
［法人］年額２千円～８万円 
平成２９年度から５年間 

 
○税の仕組みに関すること 
　岐阜県庁税務課　蕁２７２‐１１５３ 
○税の使いみち（森林）に関すること 
　岐阜県庁恵みの森づくり推進課　蕁２７２‐８４７２ 
○税の使いみち（環境）に関すること 
　岐阜県庁自然環境保全課　蕁２７２‐８２３１ 

「清流の国ぎふ森林・環境税」
の継続 

 
 
 
 

【日　　時】 
【参 加 料】 

【問 合 先】 

　昨年から岐阜工業高等学校の生徒の皆さんと共同開発してきた、まちめぐりアプリの完成発表会を
開催します。発表会にあわせ、完成を記念したアプリ体験イベントも開催します。 
　また、自転車やサイクリングロードを通して、笠松町が持つ「歴史・文化・清流木曽川」の魅力に触れ
ていただくため、サイクルイベントを開催します。みなさんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。 

３月２６日（日） 午前１０時～午後４時 
無料 

企画課 

まちめぐりアプリ発表会＆サイクルイベント 

 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　高校や大学などへの入学時、在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度です。 
　お子さん１人につき３５０万円以内を固定金利

（年１,８１%・平成２８年１１月１０日現在）で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とすることが出
来ます。 

教育ローンコールセンター 
蕁０５７０‐００８６５６（ナビダイヤル）または 
蕁（０３）５３２１‐８６５６ 

国の教育ローンがサポートします 

 
 

【日　　時】 
 

【場　　所】 
 
 
 

【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランテ
ィア団体の協力で実施しますので、ご利用ください。 

３月１６日（木） 
午前９時３０分～１１時３０分 
役場、中央公民館、松枝公民館、 
下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、
古着（布）も同時に回収します。 

環境経済課 

使用済み食用油の回収 

 
 
 
 
 
 
 

【申請・問合先】 

　医療保険が適応されず、高額な医療費がか
かる不妊症診断検査費用・特定不妊治療（体外
受精、顕微授精）の費用や一般不妊治療（人工
授精）の費用の一部を助成しています。 
　３月までに不妊症診断検査・特定不妊治療を
終了された方や２月までに一般不妊治療を終了
された方は、３月３１日までに申請してください。 

健康介護課 

不妊症診断検査・ 
特定、一般不妊治療費の一部助成 

がんばれFC岐阜 
3/12（日） 14時から 

3/19（日） 14時から 

松本山雅FC 

横浜FC

3月の日程 ホーム長良川競技場 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育キャラクター 
マロミン 

今月のテーマ「味噌」 
　3月30日は「味噌の日」です。味噌は、大豆
に麹菌と塩を加えて発酵させた調味料で、発
酵させることにより、うま味や栄養
価がアップします。地域により、材
料や気候などの条件が異なるため、
色や味も様々です。歴史とも深
い関係がある味噌のルーツを調
べると面白いかもしれませんよ。 

3月1日（水）～3月7日（火）は子ども予防接種週間 
予防接種を受けましょう 

　子どもは病気にかかりやすく、かかると重症に
なることがあります。ワクチンで防ぐことができる病
気から子どもを守るため、予防接種を受けましょう。 

アプリイベント 

場　所 

内　容 

笠松町役場、歴史未来館を中心に町全体 

・リアル笠松「街の宝」さがしスタンプラリー 
・笠松まちめぐりアプリ発表会 
・スマホdeチェキを使った 
「笠松巨大街マップつくり」など 

サイクルイベント 

笠松みなと公園、サイクリングロードなど 

・いろんな自転車に乗ってみよー 
・自転車乗り方教室 
・自転車パンク修理教室 
・メーカー試乗イベントなど 
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一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

不妊症診断検査 

対 象 者  

所 得 制 限  

対象となる 
検査・治療 

助 成 の 額  

助成の回数 

医 療 機 関  

法律上の婚姻をしている夫婦で、夫婦のいず
れかまたは両方が笠松町に住所を有する方 

なし 

不妊症の 
診断検査 
検査に要した
費用のうち、
初診・再診料
を 除 い た 金
額（ただし上
限3万円） 

1回 

指定なし 

特定不妊治療 

前々年の夫婦の所得合計が 
730万円未満 

体外受精または顕微授精 

治療ステージA、B、D、Eは上限
10万円、治療ステージC、Fは上
限5万円 

初めて助成を受ける際の治療開
始時の妻の年齢が 
①40歳未満の場合 

43歳になるまでに通算6回まで 
②40歳以上43歳未満の場合 

43歳になるまでに通算3回まで 
③43歳以上 

なし（助成対象外） 
※平成27年度までに上記の助

成回数に達している方や、通算
で5年度助成を受けられた方
は対象外。 
岐阜県の指定する医療機関 

一般不妊治療 

対 象 者  

所 得 制 限  
対象となる 
検査・治療 

助 成 の 額  

助成の期間 

医 療 機 関  

治療開始時点で夫婦であり、夫婦のいずれか
または両方が笠松町に住所を有する方 

（事実婚を含む、ただし住所が同じである方） 
前々年の夫婦の所得合計が730万円未満 

人工授精 

平成28年3月から平成29年2月までの本人
負担額の2分の1の金額（ただし上限5万円、
千円未満切捨て） 

一般不妊治療を開始した月から2年間 
産科、婦人科や産婦人科、泌尿器科や皮膚泌
尿器科のある医療機関 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【税の使いみち（例）】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【税のしくみ】 
○課税方式 
○納める方 
 
○税　　率 
 
 
○課税期間 

【問 合 先】 

　県では、岐阜県の恵まれた森林・川などの自然
環境の保全・再生に向けた取組みを早急かつ確
実に進めるため、県民の皆さんにご協力をお願い
し、平成２４年４月から「清流の国ぎふ森林・環境税」
を導入して、自然環境の保全・再生の取組みを
行ってきました。 
　自然環境保全・再生には継続的な取組みが必
要であり、またこの５年間のうちに新たな課題も明
らかになってきたことから、平成２９年度以降も制
度を継続し、取組みを推進することとしました。 
　県内に住所のある方や、事務所・事業所を持
っている法人の皆さんのご理解ご協力をお願い
します。 

 
○奥地にある水源林の整備や集落近くの里山林、

生活保全林の整備、危険な樹木の除去 
○有害鳥獣対策として、ニホンジカなどの捕獲、

外来生物の駆除、流域河川清掃 
○木質バイオマス利用施設の導入、小水力発電

の整備への支援 
○公共施設の木造・木質化、木製学習教材の導

入、子どもたちへの環境教育の実施 
○地域のニーズに沿った自然環境保全活動へ

の支援 
 

県民税均等割に加算 
県民税均等割を納めている方 

（個人・法人） 
［個人］年額１千円 

（低所得者の方は非課税） 
［法人］年額２千円～８万円 
平成２９年度から５年間 

 
○税の仕組みに関すること 
　岐阜県庁税務課　蕁２７２‐１１５３ 
○税の使いみち（森林）に関すること 
　岐阜県庁恵みの森づくり推進課　蕁２７２‐８４７２ 
○税の使いみち（環境）に関すること 
　岐阜県庁自然環境保全課　蕁２７２‐８２３１ 

「清流の国ぎふ森林・環境税」
の継続 

 
 
 
 

【日　　時】 
【参 加 料】 

【問 合 先】 

　昨年から岐阜工業高等学校の生徒の皆さんと共同開発してきた、まちめぐりアプリの完成発表会を
開催します。発表会にあわせ、完成を記念したアプリ体験イベントも開催します。 
　また、自転車やサイクリングロードを通して、笠松町が持つ「歴史・文化・清流木曽川」の魅力に触れ
ていただくため、サイクルイベントを開催します。みなさんお誘い合わせのうえ、ぜひご来場ください。 

３月２６日（日） 午前１０時～午後４時 
無料 

企画課 

まちめぐりアプリ発表会＆サイクルイベント 

 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　高校や大学などへの入学時、在学中にかかる
費用を対象とした公的な融資制度です。 
　お子さん１人につき３５０万円以内を固定金利

（年１,８１%・平成２８年１１月１０日現在）で利用でき、
在学期間内は利息のみのご返済とすることが出
来ます。 

教育ローンコールセンター 
蕁０５７０‐００８６５６（ナビダイヤル）または 
蕁（０３）５３２１‐８６５６ 

国の教育ローンがサポートします 

 
 

【日　　時】 
 

【場　　所】 
 
 
 

【問 合 先】 

　ご家庭で使用済みの食用油の回収をボランテ
ィア団体の協力で実施しますので、ご利用ください。 

３月１６日（木） 
午前９時３０分～１１時３０分 
役場、中央公民館、松枝公民館、 
下羽栗会館 

※新聞紙、雑誌、牛乳パック、ダンボール、アルミ缶、
古着（布）も同時に回収します。 

環境経済課 

使用済み食用油の回収 

 
 
 
 
 
 
 

【申請・問合先】 

　医療保険が適応されず、高額な医療費がか
かる不妊症診断検査費用・特定不妊治療（体外
受精、顕微授精）の費用や一般不妊治療（人工
授精）の費用の一部を助成しています。 
　３月までに不妊症診断検査・特定不妊治療を
終了された方や２月までに一般不妊治療を終了
された方は、３月３１日までに申請してください。 

健康介護課 

不妊症診断検査・ 
特定、一般不妊治療費の一部助成 

がんばれFC岐阜 
3/12（日） 14時から 

3/19（日） 14時から 

松本山雅FC 

横浜FC

3月の日程 ホーム長良川競技場 

毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 毎月19日は食育の日 

ぎふ食育キャラクター 
マロミン 

今月のテーマ「味噌」 
　3月30日は「味噌の日」です。味噌は、大豆
に麹菌と塩を加えて発酵させた調味料で、発
酵させることにより、うま味や栄養
価がアップします。地域により、材
料や気候などの条件が異なるため、
色や味も様々です。歴史とも深
い関係がある味噌のルーツを調
べると面白いかもしれませんよ。 

3月1日（水）～3月7日（火）は子ども予防接種週間 
予防接種を受けましょう 

　子どもは病気にかかりやすく、かかると重症に
なることがあります。ワクチンで防ぐことができる病
気から子どもを守るため、予防接種を受けましょう。 

アプリイベント 

場　所 

内　容 

笠松町役場、歴史未来館を中心に町全体 

・リアル笠松「街の宝」さがしスタンプラリー 
・笠松まちめぐりアプリ発表会 
・スマホdeチェキを使った 
「笠松巨大街マップつくり」など 

サイクルイベント 

笠松みなと公園、サイクリングロードなど 

・いろんな自転車に乗ってみよー 
・自転車乗り方教室 
・自転車パンク修理教室 
・メーカー試乗イベントなど 
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つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

消火器・消防防災施工保守点検管理 

羽 島 ・ 岐 阜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市  営 業 所  

新しいこと始めてみませんか！ 生涯学習講座 
　中央公民館では、健康維持や趣味・仲間づくり、家庭教育力の向上などを目的として、平成２９年度
生涯学習講座をはじめ様々な講座を開催します。どの講座も初めての方でも無理なく参加していただ
ける内容となっています。 
　詳しい募集案内・申込みは、募集時期に合わせて広報かさまつで順次お知らせします。多くの方の
ご参加をお待ちしています。 

【問 合 先】中央公民館 

楽しい児童館行事（4月～6月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 
　なお、申込みが必要な行事もあります。 

【問 合 先】児童館 

講座名 講座内容 

生涯学習講座 

シニアカレッジ 
「生き生き塾」 

ワンデーレッスン 

親子ふれあい教室 

家庭教育シリーズ 
「子育て元気塾」 

学習ボランティア 

趣味や仲間づくりのきっかけとなる初
心者向けの講座（文化・芸術・運動・暮
らしなど） 

シニア世代に嬉しい、健康や学習など
の内容を学べる1回のみの体験講座 

色々な内容を学べる1回のみの体験
講座。 

親子で学習したり、もの作りを体験し
たり、親子での時間を大切にした講座 

子育て知識を学べたり、情操教育につ
ながる親子のコミュニケーションの向
上を目指す講座 

ボランティア養成のための学習講座 

参加資格 

在住・在勤・在学
の方 

在住・在勤の方 
（60歳以上） 

在住・在勤・在学
の方 

小学生とその保
護者 

子どもを持つ親・
一般の方 

18歳以上ならど
なたでも参加可能 

受講料 

1講座2,000円 
（講座によって材料費負担） 

1講座300円 
（講座によって材料費負担） 

1講座300円 
（講座によって材料費負担） 

無料 
（講座によって材料費負担） 

無料 

無料 

募集予定時期 

4月上旬 
～下旬 

開催日の前月 
上旬～中旬 

開催日の前月 
上旬～中旬 

募集時期に学
校にて配布 

開催日の前月 

5月上旬 
～中旬 

開催予定時期 

6～11月 

9～10月 

6～8月、 
12～2月 

年3シリーズ 
（春・夏・冬） 

未定 

6月 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
午前１０時３０分～（要申込み） 

＜乳幼児親子行事＞ 
■Babyひろば 
午前１１時～（要申込み） 

月 
4月 
5月 
6月 

日（曜） 
13日（木）・14日（金） 
11日（木）・12日（金） 

8日（木）・ 9日（金） 

月 
5月 
6月 

日（曜） 
19日（金） 
16日（金） 

月 
4月 
5月 
6月 

日（曜） 
18日（火） 
16日（火） 
20日（火） 

■手づくりクラブ 
午前１１時～（要申込み） 

＜小学生行事＞午前１０時～ 

月 
 
 

4月 
 
 
 
 

5月 
 
 

6月 

日（曜） 
1日（土） 
2日（日） 
4日（火） 
5日（水） 

15日（土） 
23日（日） 

6日（土） 
20日（土） 
28日（日） 

3日（土） 
17日（土） 
25日（日） 

行事名 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
ボラクラブ 
つくってみよう 
ドッジボール 
ボラクラブ（幼児親子とあそぼう） 
つくってみよう 
風船バレー 
ボラクラブ 
つくってみよう 

申込み必要 
 
 
 
 

○ 
○ 
 
 

○ 
 

○ 
○ 

 
【日　　時】 
 

【場　　所】 
【募集チーム】 

一般の部 
 
 
小学生の部 

 
 
 
 

【申込期限】 
【申 込 先】 
【問 合 先】 

　１０人集めてEボートを楽しんでみませんか？ 
５月１４日（日） 受　付 午前９時～ 

開会式 午前１０時～ 
笠松みなと公園 
 
１チーム１０人 
（身長１２０cm以上の方ならどなたで
も参加できます。小学生が入っても可） 
１チーム１０人 
（小学生８人、大人２人。小学生は
身長１２０cm以上、大人は中学生も可） 

※在住・在勤・在学の方ならどなたでも参加でき
ます。 

４月１７日（月） 
中央公民館、松枝公民館、総合会館 
中央公民館 

※詳しくは、申込先に設置のチラシをご覧ください。 

自衛官 

【問 合 先】 自衛隊岐阜地方協力本部 
岐阜募集案内所　蕁２６２‐１８１８ 

募集種目 試験日 

受付時にお知らせします 

1次：5月13日（土）・ 
14日（日） 

2次：6月13日（火） 
～16日（金） 

【海・空飛行要員のみ】 
3次（海）：7月10日（月） 

～14日（金） 
（空）：7月15日（土） 

～8月3日（木） 

1次：5月13日（土） 
2次：6月13日（火） 

～16日（金） 

5月12日（金） 

4月14日（金） 
～18日（火） 

※いずれか1日を 
　指定されます 

受付期間 

年間通じて受付 

3月1日（水） 
～5月5日（金） 

2月1日（水） 
～4月21日（金） 

4月7日（金） 
まで受付中 

受験資格 

18歳以上27歳未満 

【大卒程度試験】 
22歳以上26歳未満の
者（20歳以上22歳未
満の者は大卒（見込含）、
修士課程修了者等（見
込含）は28歳未満） 

【院卒者試験】 
修士課程修了者等（見
込含）で、20歳以上28
歳未満の者 

専門の大卒（見込含）20歳
以上30歳未満の者（薬剤
は20歳以上28歳未満の者） 

医師・歯科医師
の免許取得者 

18歳以上34歳未満の者 

18歳以上で国家免
許資格等を有する者 

（資格により53歳未
満～55歳未満の者） 

男　子 

一　般 

歯　科 
薬剤科 

一　般 

技　能 

自衛官候補生 

幹部 
候補生 

医科・歯科幹部 

予備自
衛官補 

【雇用期間】 
 

【募集人員】 
【応募資格】 
【選考方法】 
【勤務場所】 
【業務内容】 
【勤 務 日】 
 

【賃　　金】 
 
 
 
 
 

【勤務時間】 
 
 
 
 

【申込方法】 
 
 

【申込期限】 
 

【申込・問合先】 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 
※年度ごとで更新あり 
若干名 
５０歳までの女性 
面接など 
笠松競馬場 
主に投票所窓口発売業務 
笠松競馬場開催日（年間９５日） 
他競馬の笠松場外発売日（希望者のみ） 
笠松競馬開催日 
　日額７,０００円（交通費含む） 
その他場外発売日 
　日額６,１００円～６,２００円（交通費含む） 
J-PLACE場外発売日（土日など） 
　日額８,１００円（交通費含む） 
笠松競馬開催日・その他場外発売日 
　午前１０時～午後５時１０分 
J-PLACE場外発売日（土日など）　 
　午前８時５０分～午後５時 
※多少の時間変動あり 
履歴書（写真添付）を岐阜県地方
競馬組合まで郵送または持参してく
ださい。土日・祝日は受付を行いません。 
３月１５日（水）　※郵送による申込みの
場合は、３月１５日の消印分まで有効です。 
岐阜県地方競馬組合　投票労務課 
〒５０１‐６１９１　笠松町若葉町１２番地 
蕁３８８‐００３５ 

地方競馬組合パート 第7回みなと公園Eボート大会参加者 

ニューヨークへ遊学してみませんか 
 
 
 
 

【応募期限】 
【応募・問合先】 
 
 
ホームページ 

　岐阜県青少年育成県民会議では、平成２９年
度に実施する「青年ニューヨーク遊学支援２０１７」
への参加青年を募集しています。詳しくはホーム
ページをご覧ください。 

５月８日（月） 
県青少年育成県民会議 

（県環境生活部私学振興・青少年課内） 
蕁２６８‐０３０２ 
http://www.ip.mirai.ne.jp/̃g-ikusei

平成29年3月1日■第1078号 平成29年3月1日■第1078号 



BOXBOXBOX情報情報情報
★ ★★★ ★
★ ★★★ ★

BOXBOXBOX情報情報情報
★ ★★★ ★
★ ★★★ ★

お知らせ 催し お願い 募集 お知らせ 催し お願い 募集 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

消火器・消防防災施工保守点検管理 

羽 島 ・ 岐 阜 ・ 名 古 屋 ・ 四 日 市  営 業 所  

新しいこと始めてみませんか！ 生涯学習講座 
　中央公民館では、健康維持や趣味・仲間づくり、家庭教育力の向上などを目的として、平成２９年度
生涯学習講座をはじめ様々な講座を開催します。どの講座も初めての方でも無理なく参加していただ
ける内容となっています。 
　詳しい募集案内・申込みは、募集時期に合わせて広報かさまつで順次お知らせします。多くの方の
ご参加をお待ちしています。 

【問 合 先】中央公民館 

楽しい児童館行事（4月～6月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に次の行事を開催します。皆さんの参加をお待ちしています。 
　なお、申込みが必要な行事もあります。 

【問 合 先】児童館 

講座名 講座内容 

生涯学習講座 

シニアカレッジ 
「生き生き塾」 

ワンデーレッスン 

親子ふれあい教室 

家庭教育シリーズ 
「子育て元気塾」 

学習ボランティア 

趣味や仲間づくりのきっかけとなる初
心者向けの講座（文化・芸術・運動・暮
らしなど） 

シニア世代に嬉しい、健康や学習など
の内容を学べる1回のみの体験講座 

色々な内容を学べる1回のみの体験
講座。 

親子で学習したり、もの作りを体験し
たり、親子での時間を大切にした講座 

子育て知識を学べたり、情操教育につ
ながる親子のコミュニケーションの向
上を目指す講座 

ボランティア養成のための学習講座 

参加資格 

在住・在勤・在学
の方 

在住・在勤の方 
（60歳以上） 

在住・在勤・在学
の方 

小学生とその保
護者 

子どもを持つ親・
一般の方 

18歳以上ならど
なたでも参加可能 

受講料 

1講座2,000円 
（講座によって材料費負担） 

1講座300円 
（講座によって材料費負担） 

1講座300円 
（講座によって材料費負担） 

無料 
（講座によって材料費負担） 

無料 

無料 

募集予定時期 

4月上旬 
～下旬 

開催日の前月 
上旬～中旬 

開催日の前月 
上旬～中旬 

募集時期に学
校にて配布 

開催日の前月 

5月上旬 
～中旬 

開催予定時期 

6～11月 

9～10月 

6～8月、 
12～2月 

年3シリーズ 
（春・夏・冬） 

未定 

6月 

＜幼児親子行事＞ 
■ピヨピヨひろば 
午前１０時３０分～（要申込み） 

＜乳幼児親子行事＞ 
■Babyひろば 
午前１１時～（要申込み） 

月 
4月 
5月 
6月 

日（曜） 
13日（木）・14日（金） 
11日（木）・12日（金） 

8日（木）・ 9日（金） 

月 
5月 
6月 

日（曜） 
19日（金） 
16日（金） 

月 
4月 
5月 
6月 

日（曜） 
18日（火） 
16日（火） 
20日（火） 

■手づくりクラブ 
午前１１時～（要申込み） 

＜小学生行事＞午前１０時～ 

月 
 
 

4月 
 
 
 
 

5月 
 
 

6月 

日（曜） 
1日（土） 
2日（日） 
4日（火） 
5日（水） 

15日（土） 
23日（日） 

6日（土） 
20日（土） 
28日（日） 

3日（土） 
17日（土） 
25日（日） 

行事名 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
みんなであそぼう 
ボラクラブ 
つくってみよう 
ドッジボール 
ボラクラブ（幼児親子とあそぼう） 
つくってみよう 
風船バレー 
ボラクラブ 
つくってみよう 

申込み必要 
 
 
 
 

○ 
○ 
 
 

○ 
 

○ 
○ 

 
【日　　時】 
 

【場　　所】 
【募集チーム】 

一般の部 
 
 
小学生の部 

 
 
 
 

【申込期限】 
【申 込 先】 
【問 合 先】 

　１０人集めてEボートを楽しんでみませんか？ 
５月１４日（日） 受　付 午前９時～ 

開会式 午前１０時～ 
笠松みなと公園 
 
１チーム１０人 
（身長１２０cm以上の方ならどなたで
も参加できます。小学生が入っても可） 
１チーム１０人 
（小学生８人、大人２人。小学生は
身長１２０cm以上、大人は中学生も可） 

※在住・在勤・在学の方ならどなたでも参加でき
ます。 

４月１７日（月） 
中央公民館、松枝公民館、総合会館 
中央公民館 

※詳しくは、申込先に設置のチラシをご覧ください。 

自衛官 

【問 合 先】 自衛隊岐阜地方協力本部 
岐阜募集案内所　蕁２６２‐１８１８ 

募集種目 試験日 

受付時にお知らせします 

1次：5月13日（土）・ 
14日（日） 

2次：6月13日（火） 
～16日（金） 

【海・空飛行要員のみ】 
3次（海）：7月10日（月） 

～14日（金） 
（空）：7月15日（土） 

～8月3日（木） 

1次：5月13日（土） 
2次：6月13日（火） 

～16日（金） 

5月12日（金） 

4月14日（金） 
～18日（火） 

※いずれか1日を 
　指定されます 

受付期間 

年間通じて受付 

3月1日（水） 
～5月5日（金） 

2月1日（水） 
～4月21日（金） 

4月7日（金） 
まで受付中 

受験資格 

18歳以上27歳未満 

【大卒程度試験】 
22歳以上26歳未満の
者（20歳以上22歳未
満の者は大卒（見込含）、
修士課程修了者等（見
込含）は28歳未満） 

【院卒者試験】 
修士課程修了者等（見
込含）で、20歳以上28
歳未満の者 

専門の大卒（見込含）20歳
以上30歳未満の者（薬剤
は20歳以上28歳未満の者） 

医師・歯科医師
の免許取得者 

18歳以上34歳未満の者 

18歳以上で国家免
許資格等を有する者 

（資格により53歳未
満～55歳未満の者） 

男　子 

一　般 

歯　科 
薬剤科 

一　般 

技　能 

自衛官候補生 

幹部 
候補生 

医科・歯科幹部 

予備自
衛官補 

【雇用期間】 
 

【募集人員】 
【応募資格】 
【選考方法】 
【勤務場所】 
【業務内容】 
【勤 務 日】 
 

【賃　　金】 
 
 
 
 
 

【勤務時間】 
 
 
 
 

【申込方法】 
 
 

【申込期限】 
 

【申込・問合先】 

平成２９年４月１日～平成３０年３月３１日 
※年度ごとで更新あり 
若干名 
５０歳までの女性 
面接など 
笠松競馬場 
主に投票所窓口発売業務 
笠松競馬場開催日（年間９５日） 
他競馬の笠松場外発売日（希望者のみ） 
笠松競馬開催日 
　日額７,０００円（交通費含む） 
その他場外発売日 
　日額６,１００円～６,２００円（交通費含む） 
J-PLACE場外発売日（土日など） 
　日額８,１００円（交通費含む） 
笠松競馬開催日・その他場外発売日 
　午前１０時～午後５時１０分 
J-PLACE場外発売日（土日など）　 
　午前８時５０分～午後５時 
※多少の時間変動あり 
履歴書（写真添付）を岐阜県地方
競馬組合まで郵送または持参してく
ださい。土日・祝日は受付を行いません。 
３月１５日（水）　※郵送による申込みの
場合は、３月１５日の消印分まで有効です。 
岐阜県地方競馬組合　投票労務課 
〒５０１‐６１９１　笠松町若葉町１２番地 
蕁３８８‐００３５ 

地方競馬組合パート 第7回みなと公園Eボート大会参加者 

ニューヨークへ遊学してみませんか 
 
 
 
 

【応募期限】 
【応募・問合先】 
 
 
ホームページ 

　岐阜県青少年育成県民会議では、平成２９年
度に実施する「青年ニューヨーク遊学支援２０１７」
への参加青年を募集しています。詳しくはホーム
ページをご覧ください。 

５月８日（月） 
県青少年育成県民会議 

（県環境生活部私学振興・青少年課内） 
蕁２６８‐０３０２ 
http://www.ip.mirai.ne.jp/̃g-ikusei
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お知らせ 催し お願い 募集 お知らせ 催し お願い 募集 

岐阜羽島警察署公認特殊詐欺撲滅キャラクター 
だまされんこんによる4コマ漫画 

※特殊詐欺とは…不特定の高齢者などに対して、対面する
ことなく、電話、FAX、メールを使って行う詐欺 

【問 合 先】 岐阜羽島警察署　生活安全課 
蕁３８７‐０１１０ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

3月の開催日程 
8（水）.9（木）.10（金）.22（水）.23（木）.24（金） 
3/24（金） 第3回 笠松町長杯 東海クラウン 

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク!

オッズパーク 検索 ⇦⇦

 
 
 
 

【募集人数】 
【任　　期】 
【資格要件】 
 

【受付期間】 
【推薦・応募方法】 

　平成２８年４月１日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員の選出方法が選
挙制と町長の選任制から町議会の同意を要件とする町長の任命制へと変更になりました。 
　町では、改正された法律に基づき、８月１日より新たな農業委員会体制とするため、農業委員を推薦・
応募により募集します。 

推薦・応募あわせて、定数１５人 
任命の日（平成２９年８月１日）から３年 
農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業
委員会の所掌に属する事項に関して、その職務を適切に行うことができる方 
３月２１日（火）～４月１８日（火） 午前８時３０分～午後５時１５分 

土日・祝日は、提出書類の交付や受付を行いません。郵送による提出の場合は、４月１８日（火）必着です。
（メール、FAXによる提出不可。） 
提出書類は町ホームページからダウンロードいただくか、環境経済課でお渡しします。 

【提出書類交付・提出場所・問合先】農業委員会事務局（環境経済課内） 

笠松町農業委員 

区　分 方　　法 

推　薦 

応　募 

個人推薦 
団体推薦 

自らが委員に応募 

推薦代表者と2人以上の個人連名により推薦 
農業者が組織する法人または団体が推薦 

提出書類 

推薦書 

応募申込書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　笠松町公共施設巡回町民バスは地域の皆さ
んに支えられながら、現在の運行体制となり１５年
以上が経過しました。 
　しかし、全国的には人口減少、少子高齢化が
進行し、自動車交通への依存が進むなど、公共
交通の利用者が減り続け、バス路線の廃止が今
なお続いています。 
　今後も皆さんにご利用いただくことで、公共交
通は残していくことができます。巡回町民バスを
引き続きご利用・ご支援くださいますようよろしくお
願いします。 

企画課 

乗って残そう公共交通 

 
 
 
 

【応募資格】 
 
 

【募集人員】 
【任　　期】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 

【申込・問合先】 

　わかりやすい広報活動を行うために、広報モニ
ターを募集します。任期中に広報紙・防災行政
無線・ホームページに関するご意見やアンケート
を数回、提出していただきます。 

笠松町在住の２０歳以上で、広報に
関心があり、モニターとして熱意のあ
る方 
１０人（応募多数の場合は抽選） 
平成２９年４月～３０年３月 
３月１７日（金） 
住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、
持参、郵送、FAX、Eメールで応募し
てください。（個人情報は、広報モニ
ター以外には使用しません） 
企画課 
FAX ３８７‐５８１６ 
Eメール kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

広報モニター 

　内閣府では、平成２９年度に実施する青年国
際交流事業への参加青年を募集しています。 
・国際青年育成交流事業 
・日本・韓国青年親善交流事業 
・「東南アジア青年の船」事業 
・次世代グローバルリーダー事業 
「シップ・フォー・ワールド・ユース・リーダーズ」 

・地域課題対応人材育成事業 
「地域コアリーダープログラム」 

【申込・問合先】 
内閣府青年国際交流担当　蕁０３‐６２５７‐１４３４ 
ホームページ http://www.cao.go.jp/koryu/ 
または県私学振興・青少年課　蕁２７２‐８２３８ 

青年国際交流事業に参加しませんか 

男女共同参画のすすめ 
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

●家庭では 
「夫婦間でお互いの人権を尊重し 

暴力をなくしましょう」 
●地域では 
「地域団体の役割分担を 

男性中心型から男女共同参画型に 
改めましょう」 
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岐阜羽島警察署公認特殊詐欺撲滅キャラクター 
だまされんこんによる4コマ漫画 

※特殊詐欺とは…不特定の高齢者などに対して、対面する
ことなく、電話、FAX、メールを使って行う詐欺 

【問 合 先】 岐阜羽島警察署　生活安全課 
蕁３８７‐０１１０ 

循環社会に奉仕する 
 有限会社 内田商会 
羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

3月の開催日程 
8（水）.9（木）.10（金）.22（水）.23（木）.24（金） 
3/24（金） 第3回 笠松町長杯 東海クラウン 

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

笠松競馬場・シアター恵那 
JRA馬券発売中!!

オッズパーク 

パソコン・ケータイで 
笠松競馬の馬券を 
購入するならオッズパーク!

オッズパーク 検索 ⇦⇦

 
 
 
 

【募集人数】 
【任　　期】 
【資格要件】 
 

【受付期間】 
【推薦・応募方法】 

　平成２８年４月１日施行の農業委員会等に関する法律の一部改正により、農業委員の選出方法が選
挙制と町長の選任制から町議会の同意を要件とする町長の任命制へと変更になりました。 
　町では、改正された法律に基づき、８月１日より新たな農業委員会体制とするため、農業委員を推薦・
応募により募集します。 

推薦・応募あわせて、定数１５人 
任命の日（平成２９年８月１日）から３年 
農業に関する識見を有し、農地などの利用の最適化の推進に関する事項、その他の農業
委員会の所掌に属する事項に関して、その職務を適切に行うことができる方 
３月２１日（火）～４月１８日（火） 午前８時３０分～午後５時１５分 

土日・祝日は、提出書類の交付や受付を行いません。郵送による提出の場合は、４月１８日（火）必着です。
（メール、FAXによる提出不可。） 
提出書類は町ホームページからダウンロードいただくか、環境経済課でお渡しします。 

【提出書類交付・提出場所・問合先】農業委員会事務局（環境経済課内） 

笠松町農業委員 

区　分 方　　法 

推　薦 

応　募 

個人推薦 
団体推薦 

自らが委員に応募 

推薦代表者と2人以上の個人連名により推薦 
農業者が組織する法人または団体が推薦 

提出書類 

推薦書 

応募申込書 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【問 合 先】 

　笠松町公共施設巡回町民バスは地域の皆さ
んに支えられながら、現在の運行体制となり１５年
以上が経過しました。 
　しかし、全国的には人口減少、少子高齢化が
進行し、自動車交通への依存が進むなど、公共
交通の利用者が減り続け、バス路線の廃止が今
なお続いています。 
　今後も皆さんにご利用いただくことで、公共交
通は残していくことができます。巡回町民バスを
引き続きご利用・ご支援くださいますようよろしくお
願いします。 

企画課 

乗って残そう公共交通 

 
 
 
 

【応募資格】 
 
 

【募集人員】 
【任　　期】 
【申込期限】 
【申込方法】 
 
 
 

【申込・問合先】 

　わかりやすい広報活動を行うために、広報モニ
ターを募集します。任期中に広報紙・防災行政
無線・ホームページに関するご意見やアンケート
を数回、提出していただきます。 

笠松町在住の２０歳以上で、広報に
関心があり、モニターとして熱意のあ
る方 
１０人（応募多数の場合は抽選） 
平成２９年４月～３０年３月 
３月１７日（金） 
住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、
持参、郵送、FAX、Eメールで応募し
てください。（個人情報は、広報モニ
ター以外には使用しません） 
企画課 
FAX ３８７‐５８１６ 
Eメール kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

広報モニター 

　内閣府では、平成２９年度に実施する青年国
際交流事業への参加青年を募集しています。 
・国際青年育成交流事業 
・日本・韓国青年親善交流事業 
・「東南アジア青年の船」事業 
・次世代グローバルリーダー事業 
「シップ・フォー・ワールド・ユース・リーダーズ」 

・地域課題対応人材育成事業 
「地域コアリーダープログラム」 

【申込・問合先】 
内閣府青年国際交流担当　蕁０３‐６２５７‐１４３４ 
ホームページ http://www.cao.go.jp/koryu/ 
または県私学振興・青少年課　蕁２７２‐８２３８ 

青年国際交流事業に参加しませんか 

男女共同参画のすすめ 
●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○●○● 

●家庭では 
「夫婦間でお互いの人権を尊重し 

暴力をなくしましょう」 
●地域では 
「地域団体の役割分担を 

男性中心型から男女共同参画型に 
改めましょう」 
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内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 
相談時間 

■保健（健診・相談・教室など） 

図書室からのお知らせ 
・今月のお休み ３１日（金） 

（中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 

・今月のおはなしかい １１日（土） 
 午前１０時３０分～ 
 中央公民館音楽室 

■グループワーク 
 
 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】  
【申込期限】 【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと交
流の場です。 

３月１６日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
茶話会  
３月９日（木） 健康介護課 

■こころの巡回相談・障がい者就労相談 
 
 

【日　　時】 
 

【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
 

【申込期限】 【申込・問合先】 

　精神保健福祉士が、こころの病や不安の相談
に応じます。 

３月２２日（水） 
午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
精神障がいの方やそのご家族 
ひきこもりや、日常の困り事の相談 
就労などの相談 
各種福祉サービスの情報提供 
３月１５日（水） 健康介護課 

施設名 所　在 電　　話 施設名 所　在 電　　話 

役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

子育て支援センター 

児 童 館  

司 町 1 番 地  

長 池 4 0 8 番 地 の 1  

東 陽 町 4 4 番 地 の 1  

上 新 町 1 7 2 番 地  

田 代 2 9 0 番 地  

☎388‐1111（代表） 

☎388‐7171 

☎387‐1121 

☎387‐0561 

☎388‐0811

中 央 公 民 館  

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴 史 未 来 館  

ふ ら っ と 笠 松  

常 盤 町 6 番 地  

長 池 2 9 2 番 地  

中 野 2 2 9 番 地  

下 本 町 8 7 番 地  

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

☎388‐3231 

☎387‐0156 

☎387‐8432 

☎388‐0161 

☎388‐2355

町施設 
の 

ご案内 

■納付は、3月31日（金）までに 
－水道料金・下水道使用料は3月27日（月）までに－ 

国民健康保険税  9期分 
後期高齢者医療保険料 9期分 
介護保険料   10期分 
保育料   3月分 
放課後児童クラブ利用料 3月分 
水道料金・下水道使用料 6期分 
期限内納付にご協力ください。 
便利な「口座振替」をご利用ください。 
次の税金などは「コンビニ」でも納付できます。 
　町県民税、固定資産税、軽自動車税、 
　国民健康保険税、水道料金・下水道使用料 
（期限内で、一回の納付額が30万円以下の場合のみ） 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 
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乳児健康診査 
 

1歳6か月児健康診査・ 
フッ化物塗布 

3歳児健康診査・ 
フッ化物塗布 

お誕生教室 
 

にこにこ教室 

 

 

歯みがき教室 

 

 
 

 

 

育児相談・ 

マタニティ相談 

 

 

 

 

 

 

健康相談
 

 

 

 

 

 

転倒予防教室 

 

 

 
 

 

貯筋（ちょきん）くらぶ 

～筋力アップ教室～ 

 

 

 

骨こつストレッチ 

～畳の上で行う 

　　　　ストレッチ～ 
 

ふれあいひろば 
～認知症：閉じこもり予防教室～ 

１５日（水） 

９日（木） 

２３日（木） 

２１日（火） 

１７日（金） 

７日（火） 

２４日（金） 

７日（火） 

８日（水） 

１４日（火） 

２４日（金） 

７日（火） 

１４日（火） 

２２日（水） 

２４日（金） 

２日（木） 

１６日（木） 

１日（水） 

１５日（水） 

７日（火） 

２１日（火） 

８日（水） 

２２日（水） 

２８日（火） 

 

 

 

福祉健康センター 

 

 

 

 

第一保育所 

下羽栗会館 

福祉健康センター 

 

下羽栗会館 

福祉会館 

福祉健康センター 

総合会館 

 

 

福祉健康センター 

 

 

福祉会館 

 

福祉健康センター 

■休日急病診療（内科・歯科） 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 

羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後２時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前９時～午後１時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

5 

12 

19 

20 

26

片 山 ク リ ニ ッ ク  

河合内科クリニック 

北田内科クリニック 

羽 島 ク リ ニ ッ ク  

小 寺 医 院  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

岐 南 町 下 印 食  

笠 松 町 門 間  

笠 松 町 美 笠 通  

☎

☎

☎

☎

☎

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030 

387‐6161 

387‐4504

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 

5 

12 

19 

20 

26

ご と う 歯 科  

小 島 歯 科 医 院  

ゆう歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

ゴト ウ 歯 科 医 院  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 平 島  

岐 南 町 野 中  

笠 松 町 田 代  

岐 南 町 八 剣  

☎

☎

☎

☎

☎

387‐0955 

245‐2096 

259‐6480 

387‐9981 

246‐7215

■子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 

【問 合 先】 

♪北欧のおりがみであそぼ♪ 
３月８日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育て支援センター 

■相談 

1日（水） 

15日（水） 

6日（月） 

21日（火） 

13：00～15：00

9：00～15：00

福祉会館 

役場 
環境経済課 

10日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

第3日曜日は家庭の日 
3月19日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

家族みんなで、家のまわりをきれいにして 
住みよい環境をつくりましょう。 

今 月 の テ ー マ 

在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
岩田　修 宮川町57 ☎387‐3718 
川口　淑 門間666 ☎388‐2178 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 ☎388‐0068 
河尻　和男　北及1902 ☎387‐5788 
田島佳代子　無動寺180 ☎388‐2235 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 ☎388‐3705

人権擁護委員 
保母　勝壽（弥生町）　則竹　　緑（東陽町） 
道家　嗣典（門　間）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　杉山　詞一（円城寺） 
森　眞理子（米　野） 

※相談を希望される方は、12：45までに福
祉会館へお越しください。受付者が7人以
上の場合は抽選で相談者を決定します。 

月 3 の お 知 ら せ 

■献血 
　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課 

月日（曜日） 場　　所 時　　間 

3月22日（水） 
笠 松 刑 務 所  

愛 生 病 院  

9：30～12：00 

14：00～16：00

（中川町） 

（円城寺） 

生活習慣を見直してあなたの腎臓を守りましょう。 

3月第2木曜日（3月9日）は 
「世界腎臓デー」です 
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図書室からのお知らせ 
・今月のお休み ３１日（金） 

（中央公民館・松枝公民館・総合会館の図書室） 
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【日　　時】 
【場　　所】 
【内　　容】  
【申込期限】 【申込・問合先】 

　こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方
で精神科医療機関に通院している方の憩いと交
流の場です。 

３月１６日（木） 午前１０時～１１時３０分 
福祉健康センター 
茶話会  
３月９日（木） 健康介護課 
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【日　　時】 
 

【場　　所】 
【対 象 者】 
【内　　容】 
 
 

【申込期限】 【申込・問合先】 

　精神保健福祉士が、こころの病や不安の相談
に応じます。 

３月２２日（水） 
午後１時３０分～２時３０分 
福祉健康センター 
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各種福祉サービスの情報提供 
３月１５日（水） 健康介護課 

施設名 所　在 電　　話 施設名 所　在 電　　話 

役 場  

福祉健康センター 

福 祉 会 館  

子育て支援センター 

児 童 館  

司 町 1 番 地  

長 池 4 0 8 番 地 の 1  

東 陽 町 4 4 番 地 の 1  

上 新 町 1 7 2 番 地  

田 代 2 9 0 番 地  

☎388‐1111（代表） 

☎388‐7171 

☎387‐1121 

☎387‐0561 

☎388‐0811

中 央 公 民 館  

松枝公民館　松枝支所 

総合会館　下羽栗支所 

歴 史 未 来 館  

ふ ら っ と 笠 松  

常 盤 町 6 番 地  

長 池 2 9 2 番 地  

中 野 2 2 9 番 地  

下 本 町 8 7 番 地  

西金池町1番地（名鉄笠松駅構内） 

☎388‐3231 

☎387‐0156 

☎387‐8432 

☎388‐0161 

☎388‐2355

町施設 
の 

ご案内 

■納付は、3月31日（金）までに 
－水道料金・下水道使用料は3月27日（月）までに－ 

国民健康保険税  9期分 
後期高齢者医療保険料 9期分 
介護保険料   10期分 
保育料   3月分 
放課後児童クラブ利用料 3月分 
水道料金・下水道使用料 6期分 
期限内納付にご協力ください。 
便利な「口座振替」をご利用ください。 
次の税金などは「コンビニ」でも納付できます。 
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納付でお困りのときは、ご相談ください。 
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■休日急病診療（内科・歯科） 
　受診の際は必ず健康保険証をご持参ください。 
　なお、当番医が急用などで変更する場合があり
ますので、前もって役場で確認してください。 
○その他の医療機関問合先 

羽島郡地域救急医療情報センター蕁３８８‐３７９９ 
（羽島郡広域連合消防本部 内） 

〔内科系〕診療時間　午前９時～午後２時 
◆在宅当番医一覧表 

◆二次的病院は、すべての日程とも松波総合病院
（田代蕁３８８‐０１１１）です。 
※入院を必要とされる方は、二次的病院に入院できます。 

〔歯科系〕診療時間　午前９時～午後１時 
◆在宅当番医一覧表 

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 
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12 

19 

20 
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羽 島 ク リ ニ ッ ク  

小 寺 医 院  

笠 松 町 田 代  
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笠 松 町 門 間  

笠 松 町 美 笠 通  

☎

☎

☎

☎

☎

388‐8700 

247‐6630 

278‐1030 

387‐6161 

387‐4504

日 医 療 機 関 名 所　　在 電　　話 
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岐 南 町 野 中  
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岐 南 町 八 剣  

☎

☎

☎

☎

☎

387‐0955 

245‐2096 

259‐6480 

387‐9981 

246‐7215

■子育てサロン「みんなで遊ぼっ」 
 

【日　　時】 
【場　　所】 
【対 象 者】 
 
 
 
 

【問 合 先】 

♪北欧のおりがみであそぼ♪ 
３月８日（水） 午前１０時～１１時 
第一保育所 
乳幼児と保護者 

※育児・マタニティ相談もあわせて行いますので、
相談される方は母子健康手帳をお持ちください。 

※車でお越しの方は、中央公民館駐車場をご利
用ください。 

子育て支援センター 

■相談 

1日（水） 

15日（水） 

6日（月） 

21日（火） 

13：00～15：00

9：00～15：00

福祉会館 

役場 
環境経済課 

10日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

第3日曜日は家庭の日 
3月19日（日）は、家庭の日です。心豊かな明る
い家庭づくりをしましょう。 

家族みんなで、家のまわりをきれいにして 
住みよい環境をつくりましょう。 

今 月 の テ ー マ 

在宅相談　担当地域民生委員 

在宅相談　行政相談委員 
岩田　修 宮川町57 ☎387‐3718 
川口　淑 門間666 ☎388‐2178 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田　賢一　田代950‐1 ☎388‐0068 
河尻　和男　北及1902 ☎387‐5788 
田島佳代子　無動寺180 ☎388‐2235 

在宅相談　知的障害者相談員 
　樋口　一子　北及1578-2 ☎388‐3705

人権擁護委員 
保母　勝壽（弥生町）　則竹　　緑（東陽町） 
道家　嗣典（門　間）　安藤　　隆（北　及） 
纐纈　英子（田　代）　杉山　詞一（円城寺） 
森　眞理子（米　野） 

※相談を希望される方は、12：45までに福
祉会館へお越しください。受付者が7人以
上の場合は抽選で相談者を決定します。 

月 3 の お 知 ら せ 

■献血 
　みなさんのあたたかい思いやりが、助け合いの
輪を広げます。ぜひ献血にご協力をお願いします。 

【問 合 先】 健康介護課 

月日（曜日） 場　　所 時　　間 

3月22日（水） 
笠 松 刑 務 所  

愛 生 病 院  

9：30～12：00 

14：00～16：00

（中川町） 

（円城寺） 

生活習慣を見直してあなたの腎臓を守りましょう。 

3月第2木曜日（3月9日）は 
「世界腎臓デー」です 
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ご存知ですか？ 
「学生納付特例制度」と「納付猶予制度」 
 

国民年金 
〈問合先〉 岐阜南年金事務所 

☎273‐6161

地震から命を守る心得 

火 の 用 心 

羽島郡広域連合　☎388‐1198

消防署 消防署 
 
 
 
 
 
 
　平成7年に発生した阪神・淡路大震災では、
死者の7割以上が建物の倒壊、家具の転倒
による、窒息・圧死でした。今後、南海トラフ地
震が予測されていますが、住宅の耐震化以
外に私たちが簡単にできる地震対策として、
家具類の転倒・落下防止の方法や、安全な
家具の配置方法を紹介します。 
1. 家具類の転倒・落下防止の方法 

①L型金具やベルト式の器具を、間柱など
にネジで固定する 

②家具の上部と天井のすき間を、ポール式
器具（つっぱり棒）などで固定する 

③家具の下に、ストッパーや粘着マットを使
用する 

④家具の上に重い物や割れやすい物を置
かない 

⑤ガラスの破損や収容物の飛び出しを防止
するため、ガラス飛散防止フィルムを貼る 

2. 安全な家具の配置方法 
①部屋の出入り口付近や廊下、階段などに

家具を置かない 
②就寝位置は、家具の高さ分だけ離すか、

家具の側方にする 
③普段よく人がいる場所の周りに背の高い

家具を置かない 
④地震時の出火を防ぐため、火気の周辺

に家具を置かない 
　これらの転倒・落下防止や家具の配置を
見なおすことにより被害を最小限に抑えること
ができます。 
　普段私たちの生活を彩る家具を凶器にし
ないためにも、防災の知識をしっかりと学び、
安心して暮らせる
住まいにしましょう。 

　20歳以上の方は、学生であっても国民年金に加入しなければなりません。 
　しかし、学生の方は一般的に所得が少ないため、本人の所得が一定額以下の場合、国民年金
保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」があります。 

【対象となる学生】 
　学校教育法に規定する大学（大学院）、短期大学、高等学校、高等専門学校、専修学校や各種
学校（修業年限1年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方。夜間・定時制
課程や通信制課程の方も含まれますので、ほとんどの学生の方が対象となります。 

【学生納付特例の承認期間】 
　4月から翌年3月まで 

※次の年度も在学予定である場合、4月に再申請の用紙が郵送されてきますので、引き続き学生
であれば、必要事項を記入しご返送ください。 

　また、学生でない20歳から50歳未満の方は、本人と配偶者の所得が一定額以下の場合に、国
民年金保険料の納付が猶予される「納付猶予制度」があります。 
　これらの制度の申請を行わず、保険料を未納のままにしておくと、不慮の事故などにより障がいが
残った場合に、障害年金を受けることができなくなります。 
　なお、承認された期間は老齢基礎年金を受け取るために必要な期間に算入されますが、年金額
には反映されません。就職などで収入が得られるようになった場合は、将来受け取る年金を増額す
るため、10年以内であれば、保険料を納めることができる「追納制度」を利用されることをお勧めし
ます。 
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広 

報 KASAMATSU PUBLIC INFORMATION

　採用された場合は、「かさまるグッズ」をプレゼント。 
【応募期限】３月２７日（月） 
【応募方法】作品と応募用紙（町ホームページからダウンロードできます）を企画

課へ持参、郵送、メールで送信。作品は約20cmの正方形の用紙に手
書きか、画像ファイル（Jpeg形式かGif形式）どちらでも構いません。 

【選定方法】企画課で決定 
【応募・問合先】企画課　E-mailアドレス：kikaku@town.kasamatsu.lg.jp

町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙に掲載するイラストを募集します 
町マスコットキャラクター「かさまるくん・かさまるちゃん」 
5月号広報紙に掲載するイラストを募集します 

週末はソフトバレーで汗を！ まかな APEXS.V.C

ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

おなまえ 片山 朝陽 （桜町） 
くん 

か た  や ま  あ さ  ひ  

岩田 紬愛 （北及） 
ちゃん 

い わ  た  ゆ う  な  

岩田光弘・佳子さんの子 
平成28年3月10日生 

食べることが大好きで、 

いつもニコニコ笑顔の朝陽くん（*^^*） 

これからも元気いっぱい大きくなってね♪ 

二人のところに来てくれてありがとう。 

笑顔が素敵な女の子に育ってね。 

「こんにちは」コーナーの 
 赤ちゃんを 
 募集します 

応募対象　平成28年5月生まれの赤ちゃん 
応募期限　3月31日（金）（応募者多数の場合は抽選） 
応募方法　写真とコメントをご持参のうえ企画課まで 
　　　　　お越しください。 
詳しくは企画課広報担当までお問合せください。 
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Hello!

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎  

　APEXS.V.Cは立ち上げてから１８年目になるチームです。 
　２０代で始めたメンバーも今では４０代、小さかった子どもた
ちが一緒にできるようになりました。 
笠松小学校の屋内運動場で２か月に１回自分たちで近隣の
チームに声をかけて試合を開催し、他の地域の大会にも参
加しています。 
　１０代から、もうすぐ５０代のメンバーまで共に汗して頑張っ
ています。 
　生涯スポーツとして幅広くできるソフトバレーは奥が深く、
やればやる程ハマっていきますよ。 
　未経験者の方も経験者の方もソフトバレーに興味のある方は気軽に参加しに来てください。 

【活動日】毎週土曜日 午後７時３０分～９時３０分　【場　所】笠松小学校 屋内運動場　【連絡先】堀田 美里　蕁０９０‐９９３４‐７８５０ 

おなまえ 

片山祐輔・里恵さんの子 
平成28年3月9日生 

若宮咲空さんの作品 
なわとびに挑戦するかさまるくん（右）とかさまるちゃん（左） 
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ごみの減量再資源化・ごみ出しのルール 

笠松春まつりを開催します 

特集 町職員の給与などを公表します 
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まちの人口　平成２９年２月１日現在（前月比） 

人口 ２２,４８２人（増３１）／男 １０,８１８人（増２０）／女 １１,６６４人（増１１）／世帯数 ８,７７７世帯（増２２） 

今月の表紙　新春ファミリーマラソン・特別レース「ありゃま記念」（関連記事5ページ）＝1月29日笠松競馬場で 
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